
令和７年厚木市教育委員会１０月定例会日程 
 

日時 令和７年10月28日(火) 

午後２時から 

場所 第二庁舎４階教育委員会会議室 

 

 

１ 開会 

 

２ 教育長報告 

 

３ 協議事項 

(1) 第３次厚木市教育振興基本計画（案）について           【教育総務課】 
(2) いじめ防止対策推進法「重大事態」に係る再発防止策について    【教育指導課】 

 

４ 報告事項 

(1) 第39回和田傳文学賞受賞者について           【教育指導課】（資料１） 
(2) 令和７年度厚木市教育委員会表彰被表彰者について    【教育総務課】（資料２） 

 

５ 閉会 
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令和７年１０月定例教育委員会教育長報告 

 

令和７年９月２６日（金）に開催されました９月定例会以後の主な行事等 

２７件につきまして、御報告申し上げます。 

 

 

１ ９月２８日（日）   林中学校 

  令和７年度市民健康まつり（地区運動会） 

  ○訪問地区 睦合西地区 

  ○参加者数 約４００人 

 

２ ９月３０日（火）   北小学校、飯山小学校 

  学校訪問 

 

３ 同  日       厚木市役所第二庁舎 ４階 教育委員会会議室 

  令和７年度 厚木市教育委員会点検評価報告書（答申）受理 

○提出者 厚木市教育振興基本計画審議会 

 

４ 同  日       厚木市役所第二庁舎 16階 会議室 

  厚木市中学校部活動の在り方検討委員会委員委嘱状交付式 

  ○委嘱委員数９人 

 

５ 同  日       厚木市役所第二庁舎 ５階 教育長室 

  厚木市中学校長会 令和８年度予算要望 

  〇訪問者 校長会長ほか５人   

 

６ １０月 １日（水）  厚木市役所第二庁舎 16階 会議室 

  藤塚中学校吹奏楽部 東関東吹奏楽コンクール出場報告会 

  ○出席者 校長、顧問、生徒（３年生17人） 

 

７ １０月 ２日（木）  厚木市役所本庁舎 ４階 第二応接室 

  神奈川県ＰＴＡ協議会表敬訪問 

  ○訪問者 会長ほか５人  
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８ 同 日（１０月２日）  綾瀬市役所 

  令和７年度 第２回県央教育事務所管内教育長会議 

 

９ １０月 ４日（土）   依知小学校 

  小学校運動会 

  ○訪問校 依知小学校 

 

10 同  日        本厚木駅北口広場 

薬物乱用防止キャンペーン 

 

11 １０月 ５日（日）   上三田青少年広場ほか 

  令和７年度 市民健康まつり（地区運動会） 

  ○訪問地区 ６地区（睦合北、睦合南、荻野、小鮎、厚木南、相川） 

  ○参加者数 約４,３００人（６地区合計） 

 

12 同  日        アミューあつぎ 

Fly to NZ Project in Hamilton 2025実績報告会 

（フライ・トゥー・ニュージーランド・プロジェクト・イン・ハミルトン） 

○参加者 留学生 ８人 

保護者、グローバル教育交流事業実行委員会委員長・委員、 

留学生所属学校長・教諭 ほか関係者 40人 

 

13 １０月 ８日（水）   鳶尾小学校 

  学校訪問 

 

14 １０月１２日（日）   玉川小学校ほか 

  令和７年度 市民健康まつり（地区運動会） 

  地域学校合同運動会（森の里） 

  ○訪問地区 ６地区（玉川、南毛利南、南毛利、厚木北、依知南、森の里） 

  ○参加者数 約４,７４０人（６地区合計） 

 

15 同  日        森の里小学校ほか 

  小学校運動会 

  地域学校合同運動会（森の里） 

  ○訪問校 ３校（森の里小学校、緑ケ丘小学校、依知南小学校） 
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16 １０月１５日（水）   厚木市役所本庁舎 ４階 第二応接室 

  教育委員会委員感謝状贈呈式 

 

17 同 日         厚木市役所第二庁舎 ５階 教育長室 

高齢者叙勲伝達式 

 

18 １０月１６日（木）   厚木市役所本庁舎 ４階 第二応接室 

  教育委員会委員任命発令 

 

19 １０月１８日（土）   依知中学校ほか 

  中学校文化発表会 

○訪問校 ３校（依知中学校、睦合東中学校、藤塚中学校） 

 

20 １０月１９日（日）   ツユキ及川球技場 

  令和７年度 厚木市少年少女球技大会 

  ○参加児童数 ２３３人（雨天のためエントリー数） 

 

21 同  日        緑ケ丘小学校ほか 

  令和７年度 市民健康まつり（地区運動会） 

  ○訪問地区 ２地区（緑ケ丘、依知北） 

  ○参加者数 約４４０人（２地区合計） 

                                     

22 １０月２０日（月）   おだわら市民交流センターＵＭＥＣＯ（ウメコ） 

令和７年度 神奈川県市町村教育長会連合会幹事会・総会 

 

23 １０月２３日（木）   厚木市役所本庁舎 ３階 特別会議室 

  令和７年度 厚木市総合教育会議第２回会議 

 

24 １０月２６日（日）   厚木市役所第二庁舎 16階 会議室 

  令和７年度 環境関連表彰式 

  

25 同  日        厚木市文化会館大ホール 

  令和７年度 厚木愛甲地区中学校文化連盟芸術祭（音楽発表会） 

  ○参加校 市立中学校13校 
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26 同 日（１０月２６日） 厚木市文化会館大ホール 

  令和７年度 厚木愛甲地区中学校文化連盟芸術祭（演劇部部会発表会） 

  ○参加校 厚木中学校、睦合中学校、睦合東中学校 

 

 

27 令和７年 厚木市議会第６回会議（９月定例会議） ※ 前回報告以降の内容 

 ① 会議期間 

  ９月１日（月）から１０月６日（月）まで（36日間） 

  

② 予算決算常任委員会（１０月３日（金）） 

  ○議案第77号 令和６年度厚木市一般会計歳入歳出決算について 

 【認定すべきもの】 

〇議案第82号 令和６年度厚木市学校給食事業特別会計 

歳入歳出決算について            【認定すべきもの】 

  ○議案第92号 令和７年度厚木市一般会計補正予算（第４号） 

  【可決すべきもの】 

〇議案第93号 令和７年度厚木市学校給食事業特別会計補正予算（第1号） 

【可決すべきもの】 

 ③ 本会議（１０月６日（月）） 

  〇議案第63号 教育委員会委員の任命について     【同意】 

○議案第77号 令和６年度厚木市一般会計歳入歳出決算について       

【認定】 

  〇議案第82号 令和６年度厚木市学校給食事業特別会計 

歳入歳出決算について         【認定】 

○議案第92号 令和７年度厚木市一般会計補正予算（第４号）        

【可決】 

〇議案第93号 令和７年度厚木市学校給食事業特別会計補正予算（第1号） 

【可決】 

  ○陳情第12号 国による義務教育財源の保障、教育の機会均等と水準の 

維持・向上並びに行き届いた教育の実現を求める意見書を 

国に提出することを求める陳情     【採択】 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３ 次厚木市教育振興基本計画（ 案）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８ （ 2026） 年３ 月 厚木市 

 

 

 

 

 

協議事項１
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第１ 章 計画の概要 
１  計画策定の趣旨 

本市では、 平成 21（ 2009） 年度に「 未来を 担う 人づく り 」 を 基本理念と する

厚木市教育振興基本計画※を 策定し 、 その後、 令和３ （ 2021） 年度から 令和 14

（ 2032） 年度ま での 12 年間を計画期間と する 第２ 次厚木市教育振興基本計画

（ 以下「 第２ 次計画」 と いう 。） に基づき 、 様々な事業を 推進し ている と こ ろ

です。し かし 、新型コ ロ ナウ イ ルス 感染症の拡大を 契機と し た生活様式の変化

や少子化の加速、デジタ ル化の急速な進展など 、第２ 次計画策定時から 教育を

取り 巻く 環境は大き く 変化し ていま す。ま た、社会全体では人生 100 年時代の

到来や超ス マート 社会（ Soci et y5. 0） ※の実現に向けた技術革新の進展など 、

大き な変革期を迎えていま す。こ う し た変化を 乗り 越え、誰も が幸せを実感で

き る 社会を 築いていく ためには、夢や希望に挑戦し 、多様性を 尊重し ながら 協

働し て社会を 創り 出す力が、こ れま で以上に求めら れており 、教育の果たす役

割は一層重要性を 増し ていま す。  

教育基本法※は、 教育の目的を「 教育は、 人格の完成を 目指し 、 平和で民主

的な国家及び社会の形成者と し て必要な資質を 備えた心身と も に健康な国民

の育成を期し て行われなければなら ない。」と 定めていま す。ま た、令和５（ 2023）

年度を 始期と する 国の第４ 期教育振興基本計画※では、「 持続可能な社会の創

り 手の育成」 と 「 日本社会に根差し たウ ェ ルビ ーイ ング※の向上」 の二つを コ

ンセプト に掲げ、社会の構成員の一員と し て主体的に未来を築いていく 視点の

重要性が示さ れていま す。  

こ う し た背景を 踏ま え、 令和８ （ 2026） 年度を始期と する 第 11 次厚木市総

合計画※や関連計画と 整合を 図る と と も に、 将来を 見据えた教育の方向性を 示

すも のと し て、第３ 次厚木市教育振興基本計画（ 以下「 第３ 次計画」 と いう 。）

を 策定し ま す。  
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【 本市の計画】  

基本方針・ 施策・ 実施計画（ ５ 年）  基本方針・ 施策・ 実施計画（ ５ 年） 

２  計画の位置付け 

第３ 次計画は、 教育基本法第 17 条第２ 項の規定に基づき 、 国の第４ 期教育

振興基本計画を参酌し 、本市の実情に応じ た教育の振興のための施策に関し て

定める 計画です。  

国の第４ 期教育振興基本計画及び神奈川県のかながわ教育ビ ジョ ン ※を 参

酌する と と も に、 市総合計画及び関連計画と 整合を 図り 策定し ま し た。  

なお、 第３ 次計画は、 厚木市教育大綱※を包含し 、 運用を 図る こ と と し てい

ま す。  

 

 

               

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

３  計画の構成と 期間 

  計画期間を通し て本市の教育の在り 方を 示す「 基本理念」 と 、 社会状況の変

化に応じ て対応が必要と なる「 基本方針」、「 施策」、「 実施計画」 を一体的に捉

えた構成と し ま す。  

計画期間は、 令和８ （ 2026） 年度から 令和 17（ 2035） 年度ま での 10 年間と

し ま す。  

なお、「 基本方針」、「 施策」、「 実施計画」 については、 社会状況の変化や市

総合計画アク ショ ンプラ ンの計画期間を 踏ま え、５ 年ごと に見直し を 行いま す。 

 

 

 

 

第３ 次 

教育振興基本計画 

・ こ ど も ・ 若者みら い計画※ 

・ 生涯学習推進計画※ 

・ 子ど も 読書活動推進計画※ 

・ 文化芸術振興計画※ 

・ ス ポーツ 推進計画※ など 

整合・連携 

第４ 期教育振興基本計画 

劭
神
奈
川
県
の
計
画
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かながわ 
教育ビ ジョ ン  

 

教育基本法 
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計
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参酌 
参酌 
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も
大
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※ 

整合 

教育大綱 

参酌 

 

 
 令和８ （ 2026） ～12（ 2030） 年度 令和 13（ 2031） ～17（ 2035） 年度  

基本理念（ 10 年） 
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第２ 章 策定の背景 
１  本市の教育を 取り 巻く 現状 

( 1)  人口の動向 

ア 将来人口推計 

全国の総人口が減少する こ と が見込ま れる 中、 本市の人口も 今後減少

する こ と が見込ま れていま す。 ま た、 年少人口（ ０ ～14 歳） の割合につ

いても 全国、本市いずれも 減少する こ と が見込ま れており 、今後、本格的

な人口減少と 少子高齢化の一層の進展が見込ま れま す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 出典： 国立社会保障・ 人口問題研究所「 日本の将来推計人口－令和３（ 2021） ～52（ 2070）

年－（ 令和５ （ 2023） 年）」  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典： 厚木市「 厚木市人口ビジョ ン（ 令和７ （ 2025） 年）」  
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( 2)  学校教育※環境の変化 

ア 児童・ 生徒数及び学級数の将来推計 

近年、児童・ 生徒数はいずれも 減少傾向にあり 、文部科学省によ る 令和

６ （ 2024） 年度学校基本調査※では、 過去最少と なり ま し た。  

本市の児童・ 生徒数も 減少傾向と なり 、今後も 引き 続き 減少する こ と が

見込ま れま す。  

一方で、 学級数については少人数学級※の導入など によ り 、 児童・ 生徒

数の推移と 必ずし も 連動する も のではあり ま せん。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典： 厚木市教育委員会「 児童・ 生徒数及び学級数将来推計（ 令和７ （ 2025） 年５ 月１ 日

児童・ 生徒数に基づく ）」  
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( 3)  こ ど も の学びと 体力の変化 

ア 全国学力・ 学習状況調査※ 

( ｱ)  教科（ 国語、 算数・ 数学、 理科） に関する 調査結果 

本市の児童・ 生徒の平均正答率及び生徒の平均Ｉ Ｒ Ｔ ※ス コ ア（ 理科

のみ） を見る と 、 全ての教科において、 全国（ 公立） の平均値と 大き な

差は見ら れま せん。  

※文部科学省に基づき 、 全国（ 公立） の平均正答率は小数第 1 位ま で、 市の平均

正答率は小数点以下を四捨五入し た結果を提示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典： 厚木市教育委員会「 令和７ 年度全国学力・ 学習状況調査に係る 厚木市立小・ 中学校

の調査結果について（ 令和７ （ 2025） 年）」  
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( ｲ)  児童・ 生徒質問調査の結果 

     「 自分によ いと こ ろがある と 思う 」、「 普段の生活の中で幸せな気持ち

になる こ と がある 」 と いっ た項目に前向き な傾向がみら れ、心の健康や

ウ ェ ルビ ーイ ングに関する 意識の広がり が伺えま す。  

Ｉ Ｃ Ｔ ※を 活用し た学習状況では、「 楽し みながら 学習を 進める こ と

ができ る 」、「 友達と 協力し ながら 学習を 進める こ と ができ る 」 と いっ た

前向き な回答が多く 、 学びの可能性が拡大し ていま す。  

ま た、「 地域や社会をよ く する ために何かし てみたい」 と の意欲も 示

さ れており 、 こ ど も たちが社会の一員と し て主体的に関わろ う と する

姿勢が現れていま す。  
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「 自分にはよ いと こ ろがある と 思う 」（ 当てはま る ・ ど ちら かと いえば、

当てはま る ）  
質問５  

質問 15 「 普段の生活の中で、 幸せな気持ちになる こ と はど れく ら いあり ま すか」 

（ よ く ある ・ と き ど き ある ）  
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出典： 厚木市教育委員会「 令和７ 年度全国学力・ 学習状況調査に係る 厚木市立小・ 中学

校の調査結果について（ 令和７ （ 2025） 年）」  

質問 30-３  
「 Ｉ Ｃ Ｔ 機器を活用する こ と で、楽し みながら 学習を進める こ と がで

き る 」（ と ても そう 思う ・ そう 思う ） ※令和７ 年度中学校結果非公開 
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と ができ る 」（ と ても そう 思う ・ そう 思う ） ※令和７ 年度中学校結果非公開 
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イ  全国体力・ 運動能力調査※ 

本市の体力合計点※の結果は、全国及び神奈川県と 比較し 、小学校男女、

中学校男女と も に低い水準です。  

【 体力合計点 80 点満点（ 10 点×８ 種目＝80 点）】  

（ 令和２ 年度は調査中止のためデータ なし ）  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典： ス ポーツ庁「 令和６ 年度全国体力・ 運動能力、運動習慣等調査（ 令和６（ 2024） 年）」

を基に、 厚木市教育委員会作成 
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( 4)  地域交流と 生涯学習※の変化 

ア 地域の学びと つながり の変化 

共働き 家庭の増加や地域における 人のつながり の希薄化など 、 地域を

取り 巻く 環境が大き く 変化し ていま す。 こ う し た中で、 社会教育※や地域

交流の果たす役割は一層重要と なっていま す。  

「 家庭・ 地域・ 学校の協働が推進さ れている 」、「 地域のニーズを踏ま え

た社会教育の取組が進んでいる 」 と 思う 市民の割合は、目標値を 上回っ て

いる 年度があり 、 一定の成果が見ら れま す。  

一方で、目標値自体が低めに設定さ れている こ と から 、市民の意識の高

ま り や社会教育の効果を 十分に表し ている と は言い難い側面も あり ま す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典： 厚木市「 厚木市民実感度調査報告書（ 各年）」  
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イ  生涯学習の実施及び取組状況 

市民の生涯学習活動への参加率の推移から 、半数を 超える 市民が活動に

取り 組むなど 一定の効果が見ら れま す。 一方で、「 生涯学習活動の支援や

誰も が気軽に活動でき る 学習環境の整備が進んでいる 」 と 思う 市民の割

合は年度によ っ て変動があり 、 十分に定着し ている と は言えま せん。  

新型コ ロ ナウ イ ルス 感染症の影響によ り 、小規模講座の開催が主流と な

り 、小規模なら ではの、き め細かな講座やオンラ イ ンによ る 学習機会が拡

大し 、多様な学びのス タ イ ルが浸透し ま し た。こ れら の変化を踏ま え、今

後は市民が継続し て学びに参加でき 、 学習環境の充実を 実感でき る よ う

な取組が求めら れていま す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典： 厚木市「 厚木市民実感度調査報告書（ 各年）」  
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２  第３ 次厚木市教育振興基本計画策定に向けた課題 

  令和３ （ 2021） 年度から 令和 6（ 2024） 年度ま での実施事業における 指標の

達成状況は、「 順調」 ま たは「 おおむね順調」 が全体の約８ 割を 占めており 、

第２ 次計画は着実に推進さ れている 状況です。  

  今後は将来を 見据え、教育の方向性を 定める 必要がある こ と から 、次のと お

り 第２ 次計画の基本方針ごと の課題及び第３ 次計画に新たな視点と し て盛り

込む「 幼保小連携※」、「 生涯学習」、「 教育Ｄ Ｘ ※」 の課題について整理し ま す。  

( 1)  自立につながる 「 生き る 力※」 の育成（ 第２ 次計画基本方針１ ）  

デジタ ル教材の導入によ り 、児童・ 生徒の理解促進や教職員の教材準備に

係る 負担軽減に一定の成果が見ら れま し たが、 デジタ ル教材の活用に当た

り 、 一部の児童・ 生徒や教職員が端末操作に対し て苦手意識を 持っている

こ と から 、 基本的な操作ス キルの定着や安心し て活用でき る 環境づく り を

推進し ていく 必要があり ま す。  

英語教育においては、 海外に行かずと も オンラ イ ン によ る 交流が可能な

環境を 整備し 、 コ ミ ュ ニケーショ ン能力の育成に取り 組んでいま すが、 オ

ン ラ イ ン 交流の機会が限定的であり 、 継続的な学びの場と し て定着し てい

ないこ と が課題と なっていま す。  

ま た、 小中一貫教育の推進によ る ９ 年間を 見通し た支援体制の整備につ

いても 、 児童・ 生徒の発達段階を 踏ま えた対応が求めら れており 、 引き 続

き 検討が必要です。  

( 2)  こ ど も たちを 育てる 支援体制の充実（ 第２ 次計画基本方針２ ）  

教職員の業務負担軽減に資する 施策が進めら れている 一方で、 教職員の

長時間勤務は依然と し て解消さ れていま せん。 教育的ニーズの多様化に伴

い、 教職員への新たな業務負担の増加も 懸念さ れる こ と から 、 引き 続き 、

教職員の多忙化解消に向けた取組が必要です。  

あわせて、 教職員が指導力向上のための研修・ 研究に取り 組める 環境の

整備や、 児童・ 生徒一人一人の教育的ニーズに応じ たき め細かな支援を 行

う 各種支援員など 、教職員を支える 人材の確保にも 努める 必要があり ま す。 

( 3)  安全な教育環境の整備（ 第２ 次計画基本方針３ ）  

児童・ 生徒が安心・ 安全かつ快適な教育環境の下で学校生活を 送る こ と

ができ る よ う 、 計画的な予防保全工事※を実施する と と も に、 施設の修繕や

保守点検等を 適切に実施し ま し たが、 今後も 優先順位や将来的な財政負担

の平準化など も 考慮し 、 計画的に事業を推進し ていく 必要があり ま す。  

ま た、 児童・ 生徒数の増減を 見据えた学校の適正規模・ 適正配置※につい

ては、 保護者や地域の方を 始めと する 関係者の皆様の意見を 丁寧に伺いな

がら 、 効果的な取組を進めていく こ と が求めら れま す。  
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( 4)  安心し て共に学べる 教育の推進（ 第２ 次計画基本方針４ ）  

児童・ 生徒及びその保護者が抱える 問題は、 複雑化・ 多様化・ 深刻化し て

おり 、 児童・ 生徒一人一人の状況に応じ た個別支援を 行う と と も に、 多様

性を 尊重し 合える 社会の実現を 目指し て、 誰も が望んだと き に必要な支援

を 受けら れる 体制の強化が必要です。  

ま た、外国にルーツ を 持つ児童・ 生徒や特別な支援を 必要と する 児童・ 生

徒が増加傾向にあり 、 日本語の理解が不十分なこ と によ り 、 学習や学校生

活に支障を 来す事例も みら れま す。 個々の事情や社会情勢によ り 状況は異

なる ため、 的確な対応を 行う ためにも 、 情報収集の充実や、 支援人材の確

保及び研修の強化が求めら れま す。  

( 5)  家庭・ 地域・ 学校の協働の推進（ 第２ 次計画基本方針５ ）  

家庭・ 地域・ 学校がつながり を持つこ と で、 児童・ 生徒が様々な人と 関わ

り ながら 安心し て学校生活を 送る こ と ができ ま す。 代表的な取組と し てコ

ミ ュ ニティ ・ ス ク ール※（ 学校運営協議会） の活用があり ま すが、 コ ーディ

ネータ ーの人材確保が困難である こ と 、 学校運営協議会委員・ 教職員の知

識・ 経験の差の解消及び協議会ご と の問題点の解決や目標達成への有効な

支援など が課題と し て挙げら れま す。 今後は、 地域と と も にある 学校づく

り を 推進する ため、 こ れら の課題に対応し ていく 必要があり ま す。 く わえ

て、 保護者が必要と する 的確な情報の提供を行う こ と で、 家庭教育※の更な

る 充実を 図る こ と も 重要です。  

( 6)  地域主体で取り 組む社会教育の振興（ 第２ 次計画基本方針６ ）  

地域における 人のつながり の希薄化が課題と なる 中で、 本市の特色でも  

ある 15 地区に設置さ れた公民館を核と し て、 地域で共に学ぶ機会をよ り 拡

充し 、 よ り 良い地域づく り につなげていく 必要があり ま す。  

こ のため、 地域の社会教育、 コ ミ ュ ニティ 活動の拠点と し て、 公民館等の

施設を 安心・ 安全に利用でき る よ う 運営に努めていく こ と が重要です。  

ま た、地域の方の協力を 得ながら 社会教育の推進に取り 組んでき ま し たが、

今後も 公民館事業の充実や多様な学習機会の提供が求めら れま す。  

( 7)  地域文化の振興と 自主的な学びの支援（ 第２ 次計画基本方針７ ）  

生涯学習の拠点の一つと し て、 郷土博物館の研究活動や事業内容につい

て、 よ り 幅広い層への情報発信が課題と なっていま す。  

ま た、 読書は生涯にわたる 学びの基礎であり 、 言語能力、 思考力、 表現

力、 感性を 育むこ と から 、 市民の読書活動を 推進する 必要があり ま す。 特

に、 こ ど も の不読率が高く なっ ている こ と から 、 年齢や発達の段階に応じ

た取組が必要と なっ ていま す。  
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( 8)  ス ポーツ 活動の推進（ 第２ 次計画基本方針８ ）  

幅広い世代に向けたス ポーツ 事業の開催や補助金の支援、施設整備など を

通じ て、 市民のス ポーツ 参加を 一定程度促進する こ と ができ ま し た。  

一方で、 市民ニーズ等を的確に捉えた事業が実施でき ま せんでし た。 今後

は、 周知方法や事業内容を見直し 、 更なる 市民の健康増進や体力向上等を 図

る 取組を 推進する こ と が必要です。  

ま た、「 ス ポーツ を する 人、 みる 人、 支える 人、 こ れら のス ポーツ に関わ

る 全ての人たちが、 共にス ポーツ の持つ多様な価値を 享受でき る 地域社会」

の実現に向けては、 誰も がス ポーツ を楽し める ま ちの実現、 こ ど も の健全育

成、 高齢者の健康づく り 、 共生社会の形成、 ス ポーツ 人材の育成、 そし てト

ッ プアス リ ート と の接点づく り など 、 幅広い視点を 持ち、 事業を推進し てい

く 必要があり ま す。  

( 9)  幼保小連携 

小学校の生活科やス タ ート カリ キュ ラ ム ※の編成・ 実施のほか、 幼稚園・

保育所・ 小学校間での交流行事など 、 幼保小の連携を意識し た取組が実施さ

れていま すが、 形式的な連携にと ど ま っ ている と の指摘も あり 、 幼保小の学

びの連続性を 確保し 、よ り 緊密な連携を 図る ため、幼保小の関係者と 共に「 架

け橋プロ グラ ム ※」 と し てカリ キュ ラ ムの作成を進めている と こ ろです。  

こ ど も の発達にと って重要な「 遊び」 を 通じ た質の高い幼児教育・ 保育を

保証し つつ、 小学校教育への円滑な接続を 図っ ていく こ と が必要です。  

( 10)  生涯学習 

厚木市生涯学習推進計画に基づき 、市民一人一人が、自己の人格を磨き 、

よ り 充実し た心豊かな人生を送る こ と ができ る よ う 、 学習の機会を提供し

ていま すが、 近年は社会人が仕事と 生活の中で学びを 繰り 返すリ カレ ント

教育※の必要性が高ま っ ていま す。 ま た、 生涯学習を 通じ て、 市民一人一

人が幸せや生き がいを感じ る と と も に、地域や社会が幸せや豊かさ を 感じ

ら れる ウ ェ ルビ ーイ ングの向上を図る 必要性がある こ と から 、更に多様な

観点から 学習の機会を提供し ていく 必要があり ま す。  

 ( 11)  教育Ｄ Ｘ  

本市では、Ｇ Ｉ Ｇ Ａ ス ク ール構想※によ り 、児童・ 生徒 1 人１ 台の端末を

整備し 、 デジタ ル環境の基盤が整いま し た。 こ れら を活用し て、 こ ど も た

ちが主体的・ 協働的に学ぶ授業づく り を 進めていま すが、 Ｉ Ｃ Ｔ の活用度

や効果には学校間や教職員間で差があり ま す。 ま た、 デジタ ル技術を いか

し た家庭・ 地域と の連携、 情報モラ ル教育※の充実に加え、 こ ど も たちが

情報を 正し く 理解し 活用でき る 力を 育むリ テラ シー教育も 課題と なっ て

いま す。 今後は、 ハード 整備にと ど ま ら ず、 学びの質の向上と 教職員の働

き 方改革を両立する 「 教育Ｄ Ｘ 」 の実現を目指し 、 授業改善と 校務の効率

化を 一体的に推進し ていく 必要があり ま す。  
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第３ 章 本市が目指す教育施策の方向性 
１  計画構成図 

第３ 次計画を構成する基本理念、 基本方針及び施策を次のと おり と し ます。  

なお、 第３ 次計画の基本理念及び基本方針は、 地方教育行政の組織及び運営に 

関する法律※に基づく 教育大綱と し ての性格を併せ持つも のです。  
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【 基本理念の実現に必要な力】  

〇挑む…自ら 未来を切り 開いていく 「 挑む力」 の育成 

〇つながる…多様性を認め合い、 協働し て課題を解決に導く 「 つながる 力」 の育成 

〇築く …新たな価値と よ り 良い社会を創り 出す「 築く 力」 の育成 

１  児童・ 生徒に必要な資質・ 能

力の育成 

１  確かな学力※の育成 

２  豊かな心の育成 

３  健やかな体の育成 

１  安心・ 安全な教育環境の整備 

２  就学のための援助 

３  切れ目のない学びの環境整備 

４  共に学び育つ教育の推進 

５  教職員の指導力と 働く 環境の向上 

６  時代に合わせた教育に向けた基盤整備 

１  家庭教育の支援 

２  家庭・ 地域・ 学校の連携・ 協働の推進 

３  社会教育の充実 

１  生涯学習の推進 

２  文化芸術の振興 

３  読書活動の推進 

４  スポーツ活動の推進 

２  安心・ 安全に、共に学ぶこ と

ができ る教育環境の整備 

３  地域社会と の連携・ 協働を 

中心と し た教育体制の充実 

４  生涯にわたり 心豊かな生活

を支える学びの推進 

［ 基本理念］      [基本方針]            ［ 施策］  

教育大綱 
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２  基本理念 

第３ 次計画では、本市の教育のある べき 姿を 中長期的な視点で見据え、基本

理念を 次のと おり と し ま す。  

   

  

 

教育基本法では、 平和で民主的な社会の形成者と し ての資質を 備えた国民の

育成を 教育の目的と し 、 同法に基づき 策定さ れた第４ 期教育振興基本計画にお

いては、 持続可能な社会の創り 手の育成を目指すこ と と し ていま す。  

 第２ 次計画では、「 未来を 担う 人づく り 」 を 基本理念に掲げ、 各種施策を 推進

し てき ま し た。し かし 、コ ロ ナ禍を経て、デジタ ル化やグロ ーバル化の急速な進

展など 、 第２ 次計画では想定し ていなかった社会の変化が生じ ていま す。  

 私たちは、 今、 気候変動や将来起こ り 得る 大規模災害、 Ａ Ｉ ※技術の進化、 社

会情勢の変動に伴う 経済の不確実性など 、 将来の予測が困難な時代を 生き てい

ま す。こ う し た不透明で複雑な社会をたく ま し く 生き 抜く ためには、自ら 未来を

切り 開いていく 「 挑む力」、 多様性を 認め合い、 協働し て課題を 解決に導く 「 つ

ながる 力」、 そし て、 新たな価値と よ り 良い社会を創り 出す「 築く 力」 を身に付

けた人材が求めら れま す。  

 こ う し た力を 育むため、 ラ イ フ ス テージ※に応じ た教育施策の充実と 併せて、

切れ目のない子育て施策を 始めと する 市の様々な政策を 一体的に進め、 ウ ェ ル

ビーイ ングを 実感し ながら 、 誰も が、 いつでも 、 いつま でも 安心し て思う と おり

に学び、 成長でき る 環境を整備し 、 人材を育成し ていく 必要があり ま す。  

 こ れら のこ と を 踏ま え、 「 挑む力」 、 「 つながる 力」 、 そし て「 築く 力」 を

備え、 本市の将来を自分事と し て捉え、 自ら の力で創り 上げていける 人材の育

成を 目指し 、 第３ 次計画の基本理念を「 未来を 創る 人づく り 」 と し ま す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

未来を創る 人づく り  
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３  施策の展開 

  教育のある べき 姿である 基本理念を 実現する ための具体的な取組を 示す四

つの基本方針と それぞれの進むべき 方向性を 示す施策を 次のと おり と し ま す。 

 

基本方針１  児童・ 生徒に必要な資質・ 能力の育成 

 施策１  確かな学力の育成 

施策２  豊かな心の育成 

施策３  健やかな体の育成 

基本方針２  安心・ 安全に、 共に学ぶこ と ができ る 教育環境の整備 

 施策１  安心・ 安全な教育環境の整備 

施策２  就学のための援助 

施策３  切れ目のない学びの環境整備 

施策４  共に学び育つ教育の推進 

施策５  教職員の指導力と 働く 環境の向上 

施策６  時代に合わせた教育に向けた基盤整備 

基本方針３  地域社会と の連携・ 協働を 中心と し た教育体制の充実 

 施策１  家庭教育の支援 

施策２  家庭・ 地域・ 学校の連携・ 協働の推進 

施策３  社会教育の充実 

基本方針４  生涯にわたり 心豊かな生活を 支える 学びの推進 

 施策１  生涯学習の推進 

施策２  文化芸術の振興 

施策３  読書活動の推進 

施策４  ス ポーツ 活動の推進 
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 ( 1)  基本方針１  児童・ 生徒に必要な資質・ 能力の育成 
 

   児童・ 生徒が変化の激し い社会を たく ま し く 生き 抜く ために必要な力を

身に付けら れる よ う 、「 確かな学力」、「 豊かな心」、「 健やかな体」 の三つの

側面から 、 総合的な資質・ 能力の育成を 図り ま す。  
 

学びの基盤である 知識・ 技能の確実な習得に加え、 それら を 活用し て課題

を 発見し 、 解決する 思考力・ 判断力・ 表現力を 育むと と も に、 主体的に学ぶ

意欲の向上を 図り ま す。  

   ま た、思いやり や豊かな感性を育み、自他を大切にする 気持ちを 育成し ま

す。多様な体験活動や人と の関わり を通じ て、 社会性や道徳性を培い、共に

生き る 力を伸ばし ていき ま す。  

   さ ら に、 日常生活における 体力向上や基本的な生活習慣の定着を 通じ て、

心身の健康を 保ち、自ら の健康保持や自己管理能力の育成を 目指し 、生涯に

わたっ て健康的な生活を 送る ための基礎を 築き ま す。  

 

 施策１  確かな学力の育成 

【 施策の方向】  

・ グロ ーバル化やデジタ ル技術の進展など 、児童・ 生徒が様々な変化に向き 合う

中で、主体的に学び、多様な人々と 協働し ながら 、課題を 解決する 力を育成す

る 。  

・ 単なる 知識・ 技能の習得にと ど ま ら ず、 それら を 活用する 柔軟な思考力・ 判断

力・ 表現力の育成を 図る 。  

・ 全ての児童・ 生徒が必要な学力を 身に付ける こ と ができ る よ う 、 児童・ 生徒の

学習進度に応じ た学習環境の提供や学習意欲の課題に対応する 。  

 

施策２  豊かな心の育成 

【 施策の方向】  

・ 他者を思いやる 気持ちや命の大切さ を 理解し 、道徳性や社会性を 身に付けた、

心豊かな人間へと 成長し ていく こ と を 目指す。  

・ 多様な体験活動や人と の関わり を通じ て、困難な状況に直面し ても 自分の心を

立て直す力を育む。  

・ 問題行動等の背景を丁寧にアセス メ ント （ 評価） し た上で、 一人一人の状況に

応じ た適切な指導・ 支援を 行う 。  

・ 悩みを 抱える 児童・ 生徒やその保護者に対する 支援体制の充実を 図る と と も

に、 関係機関と の連携体制を強化し 、 切れ目のない支援を行う 。  
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 施策３  健やかな体の育成 

【 施策の方向】  

・ 児童・ 生徒が心身共に健康で、 たく ま し く 生き る 力を 育むこ と によ り 、 豊かな

人生を送る ための基盤を築く 。  

・ 食に関する 正し い知識と 食習慣を身に付ける こ と ができ る よ う 、食育を推進す

る と と も に、健康的な生活リ ズムを確立する ため、睡眠への意識と 生活習慣の

向上を図る 。  

・ 児童・ 生徒の健全な食環境を社会全体で支える 。  
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  ( 2)  基本方針２  安心・ 安全に、 共に学ぶこ と ができ る 教育環境の整備 
 

   全てのこ ど も が多様性を尊重し 、 互いに高め合い、安心・ 安全に学べる 環

境整備、切れ目のない学びの実現、教育機会均等の確保に向けた就学支援、

教職員の働き やすさ やＩ Ｃ Ｔ の活用など のこ れから の教育を 支える 環境整

備に取り 組みま す。  
 

安全で快適な学校施設・ 学習環境の整備を 推進する と と も に、 経済的な事

情にかかわら ず、 全ての児童・ 生徒が等し く 学ぶ機会を確保する ため、 就学

支援の充実を 図り ま す。  

ま た、 幼稚園・ 保育所から 小学校への円滑な接続や、 小学校と 中学校の９

年間を 見通し た切れ目のない学びの環境を 整備し 、こ ど も たちの発達段階に

応じ た支援を 強化し ま す。 そし て、 障がいの有無や国籍、 文化的背景など の

違いにかかわら ず、 全ての児童・ 生徒が共に学び、 高め合える 教育の充実を

推進し ま す。  

さ ら に、 教職員が専門性を発揮し 、 児童・ 生徒と 向き 合える よ う 、 働き や

すい職場環境の整備に力を入れる と と も に、教職員の指導力向上の支援を 進

めま す。 あわせて、 Ｉ Ｃ Ｔ の効果的な活用や通学区域の再編成など 、 時代の

変化に対応し た教育環境の基盤づく り を推進し ま す。  

こ う し た取組に当たっ ては、 こ ど も 自身の思いや意見を 尊重し 、 学校づく

り や学びの在り 方に適切に反映し ていき ま す。  

 

 施策１  安心・ 安全な教育環境の整備 

【 施策の方向】  

・ 教育環境向上を一体的に進め、児童・ 生徒が健やかに成長でき る 環境整備に取

り 組む。  

・ 児童・ 生徒が身体的・ 精神的に安心でき 、 学習に集中でき る 環境整備に取り 組

む。  

・ 災害や感染症のま ん延等の非常時に備えた学校の安全確保に取り 組む。  

 

施策２  就学のための援助 

【 施策の方向】  

・ 経済的な理由や特別な支援の有無にかかわら ず、全ての児童・ 生徒の教育を 受

ける 権利を 保障し 、教育の機会均等を 実現する ため、必要な援助を実施する 。  

・ 市民の方から の寄附をも と に設置さ れた基金を活用し 、経済的な理由によ り 修

学や部活動への参加が困難な児童・ 生徒に必要な援助を 実施する 。  

 



20 

 

施策３  切れ目のない学びの環境整備 

【 施策の方向】  

・ 幼児期から 義務教育段階にかけて、こ ど も の成長を 一貫し て支える ため、幼稚

園・ 保育所と 小学校の円滑な接続を図り 、 安心し て学べる 環境を整備する 。  

・ 小学校と 中学校の９ 年間を 見通し た小中一貫教育を推進し 、カリ キュ ラ ムの連

続性と 指導方法の一貫性を 確保し て、 学びの連続性を 高める 。  

・ こ ど も の発達や実態に関する 情報を 関係機関で共有し 、教職員と の連携・ 協力

体制を充実さ せる こ と で、 き め細かな支援体制を 構築する 。  

 

施策４  共に学び育つ教育の推進 

【 施策の方向】  

・ 国籍、 文化、 性別、 障がいの有無など 、 多様な背景を 持つ人々が共に生き る 社

会において、 違いを 理解し 、 尊重し 合える 力を育む。  

・ 全ての児童・ 生徒が同じ 場で共に学び、 育つこ と を目指し 、 個別の教育的ニー

ズに応じ た柔軟な支援体制を 整える ためのイ ンク ルーシブ教育※を 推進する 。 

 

施策５  教職員の指導力と 働く 環境の向上 

【 施策の方向】  

・ 教職員は教育の中心的存在であり 、その指導力が児童・ 生徒の学力や人格形成

に大き な影響を 与える こ と から 指導力の格差解消を図る 。  

・ 教育現場に求めら れる ニーズが複雑化・ 多様化し ている 中で、学校の指導体制

の効果的な強化・ 充実を図る 。  

・ 教職員の働く 環境を 改善し 、本来の教育活動に専念でき る 環境を 整備する こ と

で、 児童・ 生徒にと っ てよ り 良い教育環境を 実現する 。  

 

 施策６  時代に合わせた教育に向けた基盤整備 

【 施策の方向】  

・ 児童・ 生徒一人一人が安心し て学び、 成長でき る よ う 、 こ れから の教育に必要

な土台づく り を 進める 。  

・ 地域の実情や保護者・ 住民の方の声を踏ま え、持続可能な学校づく り を推進す

る 。  
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 ( 3)  基本方針３  地域社会と の連携・ 協働を 中心と し た教育体制の充実 
 

   地域全体でこ ど も たちの成長と 学びを 支える ため、 家庭・ 地域・ 学校が連

携・ 協働する 教育体制を 強化し ま す。ま た、 教育の出発点である 家庭教育へ

の支援を 推進する と と も に、 誰も が学び続けら れる 社会教育の機会を 充実

さ せ、 地域社会に根差し た持続可能な教育の実現を 目指し ま す。  
 

こ ど も たちの健やかな成長と 学びを 支える ためには、 家庭・ 地域・ 学校が

一体と なって支え合う 地域ぐ る みの教育体制が欠かせま せん。  

   教育の出発点である 家庭教育の重要性を 踏ま え、 保護者が安心し て教育

に関わる こ と ができ る よ う 、 保護者自身の学ぶ機会や子育てに関する 不安

や悩みに対する 解決策など 家庭でいかせる 情報を提供し ま す。  

ま た、 地域住民や団体、 学校と の連携体制を 構築・ 充実さ せ、 地域が教育

活動に主体的に参画でき る 環境を整備し ま す。 そし て、 地域のつながり を 強

化する と と も に、 こ ど も たちの社会性や多様な価値観への理解を 深めま す。 

   さ ら に、誰も が身近な場所で学び続けら れる よ う 、公民館など の社会教育

施設を 活用し 、 多様な学習機会を提供し ま す。  

   地域社会と の連携・ 協働を通じ て、全ての世代が共に学び育つ地域社会の

形成を 図り ま す。  

 

施策１  家庭教育の支援 

【 施策の方向】  

・ 保護者に対し て学習機会を 提供する 。  

・ 家庭・ 地域・ 学校と の連携によ り 家庭教育の支援を 図る 。  

 

 施策２  家庭・ 地域・ 学校の連携・ 協働の推進 

【 施策の方向】  

・ こ ど も たちの健やかな育成や多様な学びを 支える ため、地域全体で教育に関わ

る 体制を 築く 。  

・ こ ど も たちの健やかな育成を目指し 、 家庭と 学校の連携を支援する 。  

 

 施策３  社会教育の充実 

【 施策の方向】  

・ 地域社会における 学びの場を提供する 。  

・ 地域の特性や多様な学びのニーズに柔軟に対応する 。  

・ 個人の学びと 成長を 支える だけでなく 、 地域全体の活力向上につなげる 。  

・ 全ての人が互いを尊重し 合える 社会の実現に向けて、 人権教育を推進する 。  
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( 4)  基本方針４  生涯にわたり 心豊かな生活を 支える 学びの推進 
 

   人生 100 年時代を 迎え、 市民が生涯を通じ て学び、 心豊かに暮ら せる 環

境を 整備する と と も に、 自己実現や地域貢献ができ る 多様な学びや活動の

機会の充実を 図り ま す。  
 

人生 100 年時代を 迎え、 市民一人一人が生涯を通じ て学び続け、 心豊かに

充実し た生活を送る こ と ができ る 環境を整える こ と が、こ れま で以上に重要

と なっ ていま す。 本市では、 誰も が年齢や立場を問わず、 学びを継続する こ

と ができ る 環境を 整える こ と で、個人の自己実現と 地域社会の活性化を 図り

ま す。  

ま た、 文化芸術の振興によ り 創造性や感性を 育むと と も に、 読書活動の推

進を通じ て知的探求心を 高めま す。  

さ ら に、 市民のス ポーツ への関わり 方が「 する 」 だけでなく 、「 みる 」、「 支

える 」 と 多様化する 中で、 ス ポーツ 活動の推進やト ッ プアス リ ート の応援な

ど を 通し て、 交流人口の拡大と ま ちのにぎわい創出を 図り 、「 ス ポーツ の聖

地」 づく り を 推進する ための取組を 進めま す。  

 

施策１  生涯学習の推進 

【 施策の方向】  

・ 多様な生き 方や価値観が広がる 現代において、ス キルアッ プを 可能にする 環境

を 整備し 、 自己実現につなげる 。  

・ 生涯学習を通じ て個人と し て成長を 続ける と と も に、地域の一員と し て共に支

え合いながら 、 誰も が幸せや生き がいを 感じ て暮ら せる 社会づく り に貢献す

る 人材を 育成する 。  

 

 施策２  文化芸術の振興 

【 施策の方向】  

・ 文化芸術に親し むこ と で、 感性・ 表現力・ 創造力を 育む。  

・ 文化財の保護と 活用を 図る と と も に、伝統文化や地域文化に触れ、学ぶ機会を

通じ て、郷土への愛着を深め、地域文化の担い手と し ての意識の醸成を図る 。  

・ 全ての世代が文化芸術に親し むこ と のでき る 環境づく り を推進する 。  
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 施策３  読書活動の推進 

【 施策の方向】  

・ 言葉を 学び、 感性を 磨き 、 表現力を 高め、 創造力を豊かなも のにし 、 人生を よ

り 深く 生き る 力を 身に付けていく 上で欠く こ と のでき ない、 こ ど も の読書活

動を 推進し 、 本と 親し み、 本を 楽し むこ ど も を育てる 。  

・「 未来・ 図書館」 の整備を着実に推進する と と も に、 供用開始後は、 読書に親

し むき っ かけづく り と なる 行事等を開催する ほか、「 未来・ 図書館」 の体験か

ら “ たんき ゅ う （ 探究・ 探求）” へつなげる など 、 読書活動を 推進する 。  

 

 施策４  ス ポーツ 活動の推進 

【 施策の方向】  

・ ス ポーツ を する 人、 みる 人、 支える 人、 ス ポーツ に関わる 全ての人たちが、 共

にス ポーツ の持つ多様な価値を 享受し 、 健やかな心身が育つ環境を 整備する 。 

・ 気軽にス ポーツ に取り 組める 施設やス ポーツ 観戦を 楽し むこ と ができ る 施設

の整備を 進める と と も に、 世代や立場を 超えた交流を促す場づく り を 通じ て、

誰も が継続的にス ポーツ に関わる こ と ができ る 環境を 整備する 。  

・ 地域、 学校、 関係団体と 連携し 、 ス ポーツ の楽し さ や意義を伝える 機会を 充実

さ せる 。  
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４  基本理念の実現に向けた成果指標 

  第３ 次計画の基本理念「 未来を創る 人づく り 」 の実現に向け、 次のと おり 各

基本方針に成果指標を 設定し ま す。  

 

基本

方針 
成果指標 

現状値( %)  

令和７ （ 2025） 年度 

目標値( %)  

令和 17（ 2035） 年度 

１  

授業や学校生活では、 友達

や周り の人の考えを大切に

し て、 お互いに協力し なが

ら 課題の解決に取り 組んで

いる  

 
 

小学校： 91. 9 

中学校： 92. 1 

 
 

小学校： 100 

中学校： 100 

２  

全てのこ ど も たちにと っ て

学びやすい環境が整っ てい

る と 思う 市民の割合 

45. 5 72. 0※１  

３  

地域で行われる 多様な学習

機会の充実によ り 、 住民が

地域課題を 主体的に解決で

き ている と 思う 市民の割合 

27. 1 52. 0 

４  
過去１ 年間に生涯学習活動

に取り 組んだ市民の割合 
52. 6※２  60. 0 

※１  基本方針２ の目標値は変更する 場合があり ま す。  

※２  令和７ （ 2025） 年度は未実施のため、 令和６ （ 2024） 年度実績を記載し ていま す。  
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５  基本方針と 持続可能な開発目標（ Ｓ Ｄ Ｇ ｓ ※） と の関連 

 ( 1)  Ｓ Ｄ Ｇ ｓ の目標 

   平成 27（ 2015） 年の国連サミ ッ ト で採択さ れた「 持続可能な開発のため

の 2030 アジェ ンダ」 における 国際目標です。 令和 12（ 2030） 年ま でに持続

可能でよ り 良い世界を目指す 17 の目標が掲げら れていま す。  

 ( 2)  基本方針と の関連 

   全ての基本方針に「 目標４  全ての人に包摂的かつ 

公正な質の高い教育を確保し 、 生涯学習の機会を 促進 

する 」、「 目標 17 持続可能な開発のための実施手段を  

強化し 、 グロ ーバル・ パート ナーシッ プを 活性化する 」  

の考え方を取り 入れていま す。  

ま た、 各基本方針に特に関連する 目標があり ま す。  

 

基本方針１  

 

 

 

 

基本方針２  

 

 

 

 

 

 

 

 

基本方針３  

 

 

 

 

基本方針４  
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第４ 章 計画の推進 
１  計画の進行管理 

  第３ 次計画を 着実に推進する ため、 Ｐ Ｄ Ｃ Ａ サイ ク ル※に基づき 進行管理を

行いま す。 厚木市教育委員会では、「 地方教育行政の組織及び運営に関する 法

律」 第 26 条に基づき 、 毎年度、 取組状況の点検・ 評価を 実施し 、 附属機関で

ある 厚木市教育振興基本計画審議会によ る 意見を 聴取し た上で、 その結果を

速やかにホームページで公表する と と も に、市議会へ報告し 、こ れを 進行管理

に活用し ま す。  

  計画の見直し については、 基本方針の期間にあわせて５ 年ごと に行う ほか、

社会情勢や教育を 取り 巻く 環境の大き な変化等が生じ た場合には、 必要に応

じ て５ 年以内であっ ても 見直し を 行いま す。  

 

２  推進体制 

 ( 1)  厚木市教育振興基本計画審議会 

   点検及び評価の客観性を 確保する ため、 公募によ る 市民及び教育に関し

学識経験を 有する 方で構成し 、 点検及び評価に係る 意見や助言を いただき

ま す。  

 ( 2)  厚木市教育振興基本計画庁内推進委員会 

庁内関係部局で構成さ れる 厚木市教育振興基本計画庁内推進委員会を 設

置し 、 横断的な連携のも と 取組の推進を図り ま す。  
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資料編 

１  本市の教育を 取り 巻く 現状 

 ( 1)  学校教育環境の変化 

  ア 特別支援学級数の推移 

全国では、特別支援学級数が増加し ていま す。本市においても 、特別支

援学級数は増加傾向にあり ま す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典： 文部科学省「 学校基本調査（ 各年）」  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

出典： 厚木市「 統計あつぎ（ 各年）」   
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  イ  外国人児童・ 生徒数の推移 

全国では、外国人の児童・ 生徒数が増加し ていま す。本市においても 、

外国人の児童・ 生徒数は増加傾向にあり ま す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典： 文部科学省「 学校基本調査（ 各年）」  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

出典： 厚木市「 統計あつぎ（ 各年）」   
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  ウ  教職員の時間外勤務の推移 

本市の市立小・ 中学校における 教職員の月平均の時間外勤務は、依然と

し て長時間の状況が続いていま す。  

小学校では、「 厚木市立小・ 中学校における 働き 方改革に関する 方針」

で定める 時間外勤務の目標（ 月 45 時間以内） を下回る 年度が多く 、 減少

傾向が見ら れま す。 一方、 中学校では依然と し て 45 時間を 超える 状況が

続いていま すが、 近年は緩やかに減少傾向が見ら れま す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典： 厚木市教育委員会作成 
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  エ 学校施設の現状 

現在、 市内には市立小学校 23 校、 市立中学校 13 校の合計 36 校（ 154

棟） が整備さ れていま す。  

令和７ （ 2025） 年時点で、 154 棟のう ち 65％が築 40 年以上経過し てお

り 、 計画的な維持・ 管理、 長寿命化※改修、 再整備が必要な状況です。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典： 厚木市教育委員会作成（ 令和７ （ 2025） 年度現在）  
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  オ Ｉ Ｃ Ｔ 環境の整備・ 活用状況 

市立小・ 中学校における Ｉ Ｃ Ｔ 環境の整備状況の結果は、 全国及び神

奈川県の平均値と 比較し 、 同程度の割合です。  

ま た、 授業における 児童・ 生徒用タ ブレ ッ ト 端末（ Ｇ Ｉ Ｇ Ａ ス ク ール

端末） の活用が進んでいま す。  
 

出典： 厚木市教育委員会「 厚木市学校教育情報化推進計画（ 令和６ （ 2024） 年）」  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典： 厚木市教育委員会「 令和５ 年度 Ｇ Ｉ Ｇ Ａ スク ール端末利用に関する アンケート  

結果（ 令和６ （ 2024） 年）」  

 

 

 

 

 

 

指標 厚木市 神奈川県 全国 

教育用 PC１ 台当たり の児童・ 生徒数 0. 9 人/台 0. 9 人/台 0. 9 人/台 

普通教室の無線 LAN整備率 98. 9％ 97. 6％ 97. 8％ 

イ ンタ ーネッ ト 接続率※（ 100Mbps 以上）  100. 0％ 99. 9％ 98. 0％ 

普通教室の大型提示装置※整備率 87. 3％ 87. 2％ 88. 6％ 

教員の校務用 PC整備率※ 117. 7％ 122. 8％ 126. 7％ 

統合型校務支援シス テム ※整備率※ 100. 0％ 93. 4％ 86. 8％ 
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 ( 2)  こ ど も の生活と 行動の変化 

  ア 児童・ 生徒の問題行動等の諸問題に関する 調査結果 

   ( ｱ)  暴力行為の発生状況 

（ 児童・ 生徒 1, 000 人当たり の発生件数）  

市立小・ 中学校における 暴力行為の発生状況について、 児童・ 生徒と

も に、 近年、 減少傾向にあり ま し たが、 令和５ 年度は増加に転じ ていま

す。  
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   ( ｲ)  いじ めの認知状況 

（ 児童・ 生徒 1, 000 人当たり の認知件数）  

市立小・ 中学校における いじ めの認知状況について、 小学校では全国

や神奈川県と 比較し 、高い水準で推移し ていま すが、いじ めの早期発見・

早期対応に努めている こ と など 、小さ な兆し の段階から 適切に対応し て

いく 姿勢が認知件数の増加につながっていま す。  

一方、 中学校では全国や神奈川県と 比較し 、 近年、 低い水準で推移し

ていま す。  
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   ( ｳ)  不登校児童・ 生徒数の割合 

（ 児童・ 生徒総数に占める 不登校児童・ 生徒数の割合）  

市立小・ 中学校における 不登校児童・ 生徒数の割合について、 小学校

と 比較し 、 中学校で高い割合です。  

中学校では、 全国、 神奈川県及び本市のいずれも 高い水準で推移し て

いま す。  

※調査基準： 年度間に連続又は断続し て 30 日以上欠席し た児童・ 生徒のう ち 

不登校を理由と する 者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典： 文部科学省「 令和５ 年度児童生徒の問題行動・ 不登校等生徒指導上の諸課題に 

関する 調査結果（ 令和５ （ 2023） 年）」 を基に、 厚木市教育委員会作成 
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（ ％）  



35 

 

 ( 3)  地域交流と 生涯学習の変化 

  ア 文化活動の実施状況 

文化芸術活動の推進を 測る 指標と し て定めている 、 あつぎ市民芸術文

化祭（ 野外彫刻造形展・ 市民文化祭・ 市民芸術祭・ あつぎミ ュ ージッ ク フ

ェ ス ティ バル） の参加者（ 出展者） は、 例年、 目標値に対し おおむね達成

に近い数値でし た。  

令和２ （ 2020） 年度及び令和３ （ 2021） 年度は新型コ ロ ナウ イ ルス 感染

症の影響によ り 事業が中止と なり ま し たが、 令和４ （ 2022） 年度以後、 コ

ロ ナ禍前の水準に戻っ ていま せん。  

   

 

  

  

 

 

  

  

 

 

 

出典： 厚木市作成 

 

  イ  ス ポーツ 活動の実施状況 

16 歳以上 79 歳以下の市民のス ポーツ 実施率について、令和元年度調査

では平成 25（ 2013） 年度と 比較し 、「 週に１ 回以上行っている 」 が上昇す

る と と も に、「 ほと んど 行っていない」 が減少し 、全体と し てス ポーツ 実施

率が向上し ていま す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

出典： 厚木市「 第２ 次厚木市ス ポーツ 推進計画（ 令和３ （ 2021） 年）」  
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２  児童・ 生徒アンケート 調査結果 

( 1)  調査目的 

本調査は、第３ 次計画の策定に当たり 、本市の義務教育についての現状や

課題を 把握する と と も に、 児童・ 生徒の声を 反映さ せた今後の教育施策の方

向性を 定める こ と を 目的に、 児童・ 生徒を対象にアンケート 調査を 実施し ま

し た。  

 

( 2)  調査方法 

ア 調査対象者 

( ｱ)  市立 23 小学校 ５ 年生 1, 740 人 

( ｲ)  市立 13 中学校 ２ 年生  1, 882 人 

イ  調査方法 

    Ｇ Ｉ Ｇ Ａ ス ク ール端末を 使用し 、 児童・ 生徒が回答 

ウ  調査期間 

    令和７ 年２ 月６ 日（ 木） ～２ 月 28 日（ 金）  

 

( 3)  回答状況 

   次のと おり です。（ ※全体数は令和７ 年２ 月１ 日現在）  

学年 全体数（ 人）  回答者（ 人）  回答率（ ％）  

小学５ 年生 1, 740 1, 208 69. 4 

中学２ 年生 1, 882 1, 389 73. 8 

 

( 4)  調査結果の表示方法 

ア グラ フ に記載さ れている Ｎ 値と は、 回答者数のこ と を 示し ていま す。  

イ  集計結果の％表示は、 小数点以下第２ 位を四捨五入し てあり ま すので、

内訳の合計が 100. 0%になら ない場合があり ま す。 ま た、 複数回答が可能

な設問の場合、 全ての比率の合計が 100. 0％になら ない場合があり ま す。 

 

( 5)  調査項目一覧 

   次のと おり です。  

調査項目 設問 No.  設問内容 

10 年後な り た

い人について 

１  10 年後、 ど のよ う な人になり たいですか 

厚 木 市 の 義 務

教 育 の 現 状 に

ついて 

２  学校生活で先生と 話す時間はあり ま すか 

３  授業を 受ける ための学校の設備は整っ ていま すか 

４  いやなこ と や不安なこ と があっ たと き 、 相談でき る 人が

いま すか 

５  おう ちの人と お話し し ま すか 
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5. 9 

2. 5 

13. 0 

2. 7 

13. 9 

8. 3 

8. 4 

8. 1 

13. 2 

7. 5 

16. 6 

0. 0 2. 0 4. 0 6. 0 8. 0 10. 0 12. 0 14. 0 16. 0 18. 0

デジタ ル技術を 使いこ なすこ と ができ る 人

積極的に社会の発展に貢献し たいと 考える 人

新し いこ と に挑戦し 続ける 人

グロ ーバルな視野を 持ち、 様々な環境で働き たいと 考える 人

健康を 管理し 、 心と 体を 大切にする 力を 持つ人

自分の考えを わかり やすく 伝える こ と ができ る 人

社会で役立つ知識やス キルを 活用する こ と ができ る 人

自ら 課題を 見つけ、 解決でき る 人

計画を 立てて目標を 実現する 力を 持つ人

柔軟に対応し ながら 問題を 解決し ていく 人

周り の人と 協力し ながら 、 一緒に成果を 上げる 力を 持つ人

( 6)  調査結果 

ア 質問事項１ 「 10 年後、 ど のよ う な人になり たいですか」（ ３ つ選択）  

( ｱ)  周り の人と 協力し ながら 、 一緒に成果を 上げる 力を 持つ人 

( ｲ)  柔軟に対応し ながら 問題を 解決し ていく 人 

( ｳ)  計画を 立てて目標を 実現する 力を 持つ人 

( ｴ)  自ら 課題を 見つけ、 解決でき る 人 

( ｵ)  社会で役立つ知識やス キルを 活用する こ と ができ る 人 

( ｶ)  自分の考えを わかり やすく 伝える こ と ができ る 人 

( ｷ)  健康を 管理し 、 心と 体を 大切にする 力を 持つ人 

( ｸ)  グロ ーバルな視野を 持ち、 様々な環境で働き たいと 考える 人 

( ｹ)  新し いこ と に挑戦し 続ける 人 

( ｺ)  積極的に社会の発展に貢献し たいと 考える 人 

( ｻ)  デジタ ル技術を 使いこ なすこ と ができ る 人 

 

   「 周り の人と 協力し ながら 、 一緒に成果を上げる 力を持つ人（ 1, 295 件）

（ 16. 6％）」 になり たいと 考える 児童・ 生徒の割合が最も 多く 、 次いで「 健

康を管理し 、 心と 体を 大切にする 力を 持つ人（ 1, 082 件）（ 13. 9％）」、「 計画

を 立てて目標を実現する 力を 持つ人（ 1, 028 件）（ 13. 2％）」と 続いていま す。  

 

（ n=7, 791） ※１ 人３ つ選択 

 

  

   

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

（ ％）  
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（ ％）  

（ ％）  
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15. 3 

42. 2 

35. 8 
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4. 4 

14. 8 
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4. 5 
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ない

あま り ない

たま にある

ある

全体( n=2, 597) 小学５ 年生( n=1, 208) 中学２ 年生( n=1, 389)

イ  質問事項２ 「 学校生活で先生と 話す時間はあり ま すか」  

    学校生活で先生と 話す時間が「 ある・ たま にある 」 を 選択し た児童・ 生

徒の割合は、 78. 3％です。  

 

   

   

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

ウ  質問事項３ 「 授業を 受ける ための学校の設備は整っていま すか」  

    授業を受ける ための学校の設備は「 整っ ている・ 少し 整っている 」 を 選

択し た児童・ 生徒の割合は、 89. 2％です。  
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全体( n=2, 597) 小学５ 年生( n=1, 208) 中学２ 年生( n=1, 389)
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（ ％）  

（ ％）  

エ 質問事項４ 「 いやなこ と や不安なこ と があったと き 、 相談でき る 人がい

ま すか」  

    いやなこ と や不安なこ と があっ たと き 、相談でき る 人が「 いる・ 少し い

る 」 を 選択し た児童・ 生徒の割合は、 83. 4％です。  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オ 質問事項５ 「 おう ちの人と お話し し ま すか」  

    おう ちの人と お話し を「 毎日する・ 時々する 」 を 選択し た児童・ 生徒の

割合は、 87. 5％です。  
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３  検討組織 
( 1)  厚木市教育振興基本計画審議会規則 

 

（ 趣旨）  

第１ 条 こ の規則は、 厚木市附属機関の設置に関する 条例（ 昭和32年厚木市条

例第17号。 以下「 条例」 と いう 。 ） に基づき 設置さ れた厚木市教育振興基本

計画審議会（ 以下「 審議会」 と いう 。 ） の組織及び運営について必要な事項

を 定める も のと する 。  

（ 所掌事項）  

第２ 条 審議会は、 次に掲げる 事項について調査審議する 。  

( 1)  厚木市教育振興基本計画に関する こ と 。  

( 2)  教育委員会の権限に属する 事務の点検及び評価に関する こ と 。  

（ 委員）  

第３ 条 審議会の委員は、 次に掲げる 者のう ちから 教育委員会が委嘱する 。  

( 1)  公募によ る 市民 

( 2)  関係団体の代表 

( 3)  学識経験者 

（ 任期）  

第４ 条 委員の任期は、 ２ 年以内において教育委員会が定める 期間と する 。 た

だし 、 補欠の委員の任期は、 前任者の残任期間と する 。  

２  委員は、 再任さ れる こ と ができ る 。  

（ 臨時委員）  

第５ 条 審議会に、 特別の事項を 審議さ せる ため必要がある と き は、 臨時委員

を 置く こ と ができ る 。  

２  臨時委員は、 教育委員会が委嘱する 。  

３  臨時委員は、 特別の事項に関する 審議が終了し たと き は、 解任さ れる も の

と する 。  

（ 会長等）  

第６ 条 審議会に会長を 置き 、 委員の互選によ り 定める 。  

２  会長は、 会務を総理し 、 会議の議長と なる 。  

３  会長に事故がある と き 又は会長が欠けたと き は、 会長があら かじ め指名し

た委員がその職務を 代理する 。  

（ 会議）  

第７ 条 審議会の会議は、 会長が招集する 。  

２  審議会の会議は、 委員（ 議案に関係のある 臨時委員を 含む。 次項において

同じ 。 ） の過半数が出席し なければ開く こ と ができ ない。  
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３  審議会の議事は、 出席委員の過半数で決し 、 可否同数のと き は、 議長の決

する と こ ろによ る 。  

（ 部会）  

第８ 条 条例第３ 条第１ 項の規定によ り 設置する 部会は、 会長が指名する 委員

又は臨時委員を も っ て組織する 。  

２  部会に部会長を置き 、 会長が指名する 。  

３  部会長は、 当該部会の事務を 掌理する 。  

４  部会長に事故がある と き 又は部会長が欠けたと き は、 部会長があら かじ め

指名し た委員がその職務を 代理する 。  

５  前条の規定は、 部会について準用する 。  

（ 意見の聴取等）  

第９ 条 審議会は、 必要がある と 認める と き は、 関係者の出席を 求めてその意

見若し く は説明を聴き 、 又は関係者に対し 必要な資料の提出を 求める こ と が

でき る 。  

（ 秘密の保持）  

第10条 委員（ 臨時委員を含む。 ） は、 職務上知り 得た秘密を 漏ら し てはなら

ない。 その職を 退いた後も 、 同様と する 。  

（ 庶務）  

第11条 審議会の庶務は、 教育振興基本計画主管課で処理する 。  

（ 委任）  

第12条 こ の規則に定める も ののほか、 審議会の運営について必要な事項は、

会長が審議会に諮っ て定める 。  
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( 2)  厚木市教育振興基本計画審議会計画策定部会委員名簿 

No.  役職 氏名 選出区分 所属等 

１  部会長 飛鳥井 光治 学識経験者 厚木市社会教育委員会議

議長 

２  職務代理 亀井 敏昭 学識経験者 元厚木市立中学校長 

３  委員 紺野 綾乃 公募によ る 市民  

４  委員 押切 晴美 関係団体の代表 厚木市立依知小学校長 

５  委員 佐藤 弘幸 関係団体の代表 厚木市立厚木中学校長 

６  委員 三橋 徳行 関係団体の代表 厚木市ス ポーツ 推進委員

連絡協議会会長 

７  委員 小沢 一仁 学識経験者 東京工芸大学准教授 

８  委員 中村 明子 学識経験者 元厚木市立小学校長 

９  委員 野村 和彦 学識経験者 東日本電信電話株式会社 

神奈川支店 

第一ビ ジ ネス イ ノ ベーシ

ョ ン部 

10 委員 二見 総一郎 学識経験者 湘北短期大学専任講師 

11 委員 猿子 修司 学識経験者 厚木市立小中学校Ｐ Ｔ Ａ

連絡協議会顧問 

                            敬称略・ 順不同 

 

( 3)  厚木市教育振興基本計画庁内推進委員会規程 

 

（ 設置）  

第１ 条 教育基本法( 平成18年法律第120号) 第17条第2項に基づき 、 厚木市にお

ける 教育振興のための計画の策定及び推進を 図る ため、「 厚木市教育振興基本

計画庁内推進委員会」 （ 以下「 委員会」 と いう 。 ） を 設置する 。  

（ 所掌事項）  

第２ 条 委員会は、 次に掲げる 事項を所掌する 。  

( 1)  厚木市教育振興基本計画の策定及び推進に関する こ と 。  

( 2)  その他計画の推進について必要な事項に関する こ と 。  

（ 組織）  

第３ 条 委員会は、 委員長、 副委員長及び委員をも っ て組織する 。  

２  委員長、 副委員長及び委員は、 別表に掲げる 職にある 者を も って充てる 。  

（ 委員長等の職務）  

第４ 条 委員長は、 会務を総理し 、 会議の議長と なる 。  
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２  副委員長は、 委員長を 補佐し 、委員長に事故がある と き は、その職務を 代理

する 。  

（ 会議）  

第５ 条 委員会の会議は、 委員長が招集する 。  

２  委員会は、必要がある と 認める と き は、関係者の出席を 求めてその意見等を

聴く こ と ができ る 。  

（ 庶務）  

第６ 条 委員会に関する 庶務は、 教育総務課において処理する 。  

（ 委任）  

第７ 条 こ の規程に定める も ののほか、委員会の運営について必要な事項は、委

員長が委員会に諮っ て定める 。  

別表（ 第３ 条関係）  

 厚木市教育振興基本計画庁内推進委員会委員 

No.  役職 職名 

１  委員長 教育部長 

２  副委員長 教育指導担当部長 

３  委員 企画政策課長 

４  委員 こ ど も 育成課長 

５  委員 市民協働推進課長 

６  委員 生涯学習課長 

７  委員 中央図書館長 

８  委員 ス ポーツ 魅力創造課長 

９  委員 文化魅力創造課長 

10 委員 教育総務課長 

11 委員 学務課長 

12 委員 学校施設課長 

13 委員 学校施設整備担当課長 

14 委員 学校給食課長 

15 委員 教育指導課長 

16 委員 教職員課長 

17 委員 教育研究所長 

18 委員 青少年教育相談センタ ー所長 
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４  策定の経過 

 ( 1)  厚木市教育振興基本計画審議会計画策定部会 

会議 開催日 内容 

第１ 回 令和７ （ 2025） 年 

２ 月 18 日 

( 1)  諮問 

( 2)  第３ 次厚木市教育振興基本計画策定方針について 

( 3)  厚木市の教育を取り 巻く 現状に係る 基礎資料について 

( 4)  第２ 次厚木市教育振興基本計画及び第３ 次厚木市教育振興

基本計画に含める 新たな視点の現状と 課題について 

( 5)  第３ 次厚木市教育振興基本計画策定の進め方について 

( 6)  今後のス ケジュ ールについて 

第２ 回 ３ 月 13 日 ( 1)  第３ 次厚木市教育振興基本計画策定に係る 児童・ 生徒のア

ンケート 調査結果について 

( 2)  第３ 次厚木市教育振興基本計画の構成（ 案） について 

( 3)  第３ 次厚木市教育振興基本計画の基本理念等の考え方につ

いて 

第３ 回 ４ 月 24 日 ( 1)  第３ 次厚木市教育振興基本計画の基本理念及び基本目標の

考え方について 

( 2)  第３ 次厚木市教育振興基本計画の基本方針等の考え方につ

いて 

( 3)  第３ 次厚木市教育振興基本計画策定に当たり 考慮すべき 教

育Ｄ Ｘ と 生成Ａ Ｉ の影響について 

( 4)  厚木市教育大綱の改定方針について 

第４ 回 ７ 月 15 日 ( 1)  第３ 次厚木市教育振興基本計画の基本理念及び基本目標に

ついて 

( 2)  第３ 次厚木市教育振興基本計画の基本方針及び施策の考え

方について 

( 3)  第３ 次厚木市教育振興基本計画の計画を支える 取組につい

て 

( 4)  第３ 次厚木市教育振興基本計画・ 厚木市教育大綱策定に係

る 意見交換会の実施について 

第５ 回 ８ 月 20 日 ( 1)  第３ 次厚木市教育振興基本計画・ 厚木市教育大綱策定に係

る 意見交換会の実施結果について 

( 2)  第３ 次厚木市教育振興基本計画（ 案） について 

第６ 回 ９ 月 30 日 ( 1)  第３ 次厚木市教育振興基本計画について 

( 2)  答申 
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( 2)  厚木市教育振興基本計画庁内推進委員会 

会議 開催日 内容 

第１ 回 令和６ （ 2024） 年 

８ 月 26 日 

（ 仮称） 第３ 次厚木市教育振興基本計画の策定に係る 検討につ

いて 

第２ 回 10 月２ 日 第３ 次厚木市教育振興基本計画策定方針（ 案） について 

第３ 回 11 月 19 日 ( 1)  第３ 次厚木市教育振興基本計画策定方針について 

( 2)  第２ 次厚木市教育振興基本計画の現状と 課題について 

( 3)  第３ 次厚木市教育振興基本計画の基本理念等の設定につい

て 

( 4)  第３ 次厚木市教育振興基本計画策定に係る アンケート 調査

について 

第４ 回 12 月 26 日 ( 1)  第３ 次厚木市教育振興基本計画に含める 新たな視点の現状

と 課題について 

( 2)  第３ 次厚木市教育振興基本計画の基本理念等の設定につい

て 

( 3)  教育を取り 巻く 現状や課題等に係る 基礎資料の整理につい

て 

第５ 回 令和７ （ 2025） 年 

３ 月 25 日 

( 1)  第３ 次厚木市教育振興基本計画策定に係る 児童・ 生徒のア

ンケート 調査結果について 

( 2)  第３ 次厚木市教育振興基本計画の構成（ 案） について 

( 3)  第３ 次厚木市教育振興基本計画の基本理念及び基本目標の

考え方について 

( 4)  第３ 次厚木市教育振興基本計画の基本理念等の考え方につ

いて 

( 5)  厚木市教育大綱の改定方針について 

第６ 回 ７ 月 31 日 ( 1)  第３ 次厚木市教育振興基本計画骨子案について 

( 2)  第３ 次厚木市教育振興基本計画・ 厚木市教育大綱策定に係

る 意見交換会について 

第７ 回 10 月 14 日 ( 1)  第３ 次厚木市教育振興基本計画・ 厚木市教育大綱策定に係

る 意見交換会の実施結果について 

( 2)  第３ 次厚木市教育振興基本計画（ 案） について 

( 3)  第３ 次厚木市教育振興基本計画・ 厚木市教育大綱策定に係

る パブリ ッ ク コ メ ント の実施について 
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 ( 3)  市民参加手続等 

No.  開催日 内容 

１  令和７ （ 2025） 年 

２ 月６ 日～28 日 

児童（ 小５ ）・ 生徒（ 中２ ） アンケート 調査 

２  令和７ 年８ 月６ 日 意見交換会 

３  令和７ 年 12 月１ 日～ 

令和８ （ 2026） 年 

１ 月５ 日 

パブリ ッ ク コ メ ント  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

５  用語説明 

■あ行 

語句 意味 

Ｉ Ｒ Ｔ（ 反応項目理論） I t em Response Theor y の略。 一人一人の問題の正誤

状況を 活用し 、 調査に取り 組んだ人の学力を 測定す

る 方法。 I RTス コ アは、 I RTに基づいて各設問の正誤

パタ ーンから 学力を 推定し 、500 を基準にし た得点を

表すも の。 平均 I RT ス コ アは、 算出さ れた各生徒の

ス コ アを 足し 合わせて平均を と っ たも の 

Ｉ Ｃ Ｔ（ 情報通信技術） 

 

I nf ormat i on and Communi cat i on Technol ogy の略。

情報・ 通信に関する 技術の総称 

厚木市教育振興基本計

画 

教育基本法に基づき 、 基本理念「 未来を 担う 人づく

り 」 の下、市の教育が目指すべき 目標と 取組を定めた

計画 

第１ 次計画 

平成 21（ 2009） 年度～令和２ （ 2020） 年度 

第２ 次計画 

令和３ （ 2021） 年度～令和 14（ 2032） 年度 

厚木市教育大綱 国の教育振興基本計画を参酌し 、学校教育、社会教育

と いっ た 教育委員会が所管する 教育分野のみな ら

ず、子育て、文化振興、生涯学習と いっ た市長の事務

部局の事務にも 幅広く 関連し 、 市が目指す教育のあ

る べき 姿を 市長が教育委員会と 協議し 定めたも の 

生き る 力 文部科学省が提唱し ている 学校教育でこ ど も たちに

身に付けさ せたい力の総称。 変化の激し いこ れから

の社会を 生き る ために大切と さ れる 、確かな学力、豊

かな人間性、 健康・ 体力の「 知・ 徳・ 体」 のバラ ンス

のと れた力のこ と 。基礎的な知識・ 技能を習得し 、そ

れら を活用し て、自ら 考え、判断し 、表現する こ と に

よ り 、様々な問題に積極的に対応し 、解決する 力、自

ら を 律し つつ、他者と と も に協調し 、他者を 思いやる

心や感動する 心など の豊かな人間性、 たく ま し く 生

き る ための健康や体力など を 指す。 新学習指導要領

では、こ ど も たちの「 生き る 力」 をよ り 一層育むこ と

を目指し ている 。  

イ ンク ルーシブ教育 共生社会の実現に向け、障がいの有無や国籍、人種な

ど にかかわら ず、全てのこ ど も が同じ 場で共に学び、

共に支え合いながら 成長する ための教育 
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語句 意味 

イ ンタ ーネッ ト 接続率 イ ンタ ーネッ ト 接続（ 100Mbps 以上） を 整備し ている

学校の総数を、学校の総数から 携帯電話回線（ LTE 回

線等） を 用いて主と し て教育用に使用し ている 学校

を除いた数で除し て算出し た値 

ウ ェ ルビーイ ング 身体的・ 精神的・ 社会的に良い状態にある こ と 。短期

的な幸福のみなら ず、 生き がいや人生の意義など の

将来にわたる 持続的な幸福を 含む概念 

Ａ Ｉ  

（ 人工知能）  

Ar t i f i ci al  I nt el l i gence の略。コ ンピ ュ ータ によ り

学習・ 推論・ 判断など の人間の知的機能を模倣・ 実現

する 技術 

Ｓ Ｄ Ｇ ｓ  

（ 持 続 可 能 な 開 発 目

標）  

Sust ai nabl e Devel opment  Goal s の略。平成 27（ 2015）

年の国連サミ ッ ト で、 誰一人取り 残さ ない世界の実

現を 目指し て採択さ れた「 持続可能な開発のための

2030 アジェ ンダ」 における 国際目標。令和 12（ 2030）

年ま でに持続可能でよ り 良い世界を目指すための 17

の目標と 169 のタ ーゲッ ト から なる 。  

大型提示装置 プロ ジェ ク タ 、 デジタ ルテレ ビ、 電子黒板のこ と 。  

 

■か行 

 

 

 

 

 

語句 意味 

架け橋プロ グラ ム 幼稚園・ 保育所から 小学校へのス ム ーズな移行（ 接

続） を 支援する ための教育プロ グラ ム 

学校基本調査 文部科学省が毎年５ 月１ 日を 基準日と し て 実施す

る 、幼稚園から 大学、専修学校、各種学校ま でを対象

と し た統計調査 

学校教育 幼稚園、 小学校、 中学校、 義務教育学校、 高等学校、

中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校に

おいて行われる 教育 

家庭教育 家庭内で行われる 教育的行為。 保護者がこ ど も に基

本的な生活習慣や豊かな情操、 他人に対する 思いや

り 、基本的倫理観、自尊心や自立心、社会的なマナー

など 、 生き ていく 上で必要なこ と を 身に付けさ せる

こ と 。  



49 

 

語句 意味 

かながわ教育ビジョ ン 平成 19（ 2007） 年に策定し た神奈川県の教育の総合

的な指針。 おおむね 20 年間を見据えて、 基本理念、

人づく り の視点、 施策展開の方向性など を 示し てい

る 。 平成 29（ 2017） 年と 令和元（ 2019） 年に一部改

定し ている 。  

Ｇ Ｉ Ｇ Ａ ス ク ール構想 Gl obal  and I nnovat i on Gat eway f or  Al l の略。 児

童・ 生徒１ 人１ 台端末と 、高速大容量の通信ネッ ト ワ

ーク を 一体的に整備し 、 多様なこ ど も たちを 誰一人

取り 残すこ と なく 、 公正に個別最適化さ れた創造性

を 育む教育を 全国の学校現場で持続的に実現さ せる

構想 

教育基本法 日本の教育と 教育制度全体を 通じ る 基本理念と 基本

原理を宣明する こ と を 目的と し て制定さ れた法律 

教育Ｄ Ｘ  

（ デジタ ル・ ト ラ ン ス

フ ォ ーメ ーショ ン）  

教育デジタ ル・ ト ラ ンス フ ォ ーメ ーショ ンの略。教育

において最新のデジタ ルテク ノ ロ ジーを 活用し 、 教

育の手法や教職員の業務を 変革さ せる こ と 。  

教員の校務用Ｐ Ｃ 整備

率 

校務用コ ン ピ ュ ータ の総数を 教員の総数で除し て算

出し た値 

コ ミ ュ ニティ ・ ス ク ー

ル 

地域の方や保護者、教員等で構成し 、一定の権限と 責

任を 持っ て学校運営に参画する 機関である 「 学校運

営協議会」 を設置し た学校 

こ ど も 大綱 令和５ （ 2023） 年に施行さ れた「 こ ど も 基本法」 に基

づき 、こ ど も の権利を 保障し 、全てのこ ど も・ 若者が

心身と も に健やかに成長でき る 「 こ ど も ま んなか社

会」 の実現を 目指す、国全体のこ ど も 政策の基本的な

方針を定めたも の 

こ ど も ・ 若者みら い計

画 

令和７（ 2025） 年度を 始期と する 、全てのこ ど も が心

身と も に健やかに成長し 、自分ら し く 生き ら れる「 こ

ど も ま んなか社会」 の実現を 目指す本市の計画 

子ど も 読書活動推進計

画 

こ ど も が読書に親し み、 生涯にわたっ て読書活動を

推進する ための本市の計画 
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■さ 行 

語句 意味 

社会教育 学校教育法に基づく 学校の教育課程と し て行われる

教育活動を 除き 、図書館、博物館、公民館など におい

て、 主と し て青少年と 成人に対し て行われる 教育活

動 

少人数学級 国の学級編成基準に基づき 、１ 学級当たり の児童・ 生

徒数を 少なく 編制する 学級 

生涯学習 人々が人生のいつでも 自ら の意思で学習の機会を 選

び、 生涯にわたっ て学び続ける 活動のこ と 。  

生涯学習推進計画 人生 100 年時代に、 こ ど も から 高齢者ま で誰も が学

び続け、 その学びを 地域や社会でいかせる 環境を 整

備する こ と を 目的と し た本市の計画 

情報モラ ル教育 情報社会で適正な活動を 行う ための基になる 考え方

と 態度を身に付けさ せる ための教育 

ス タ ート カリ キュ ラ ム 幼稚園や保育所での「 遊びや生活を 通し ての学びと

育ち」 を 基礎に、小学１ 年生のこ ど も たちが新し い学

校生活に適応し ていける よ う 編制し た指導計画 

ス ポーツ 推進計画 市民が、 いつでも 、 ど こ でも 、 だれでも 、 いつま でも

ス ポーツ に親し み、 ス ポーツ を 通じ て人々の心のふ

れあいを 推進する こ と を 目指し 、 基本理念や基本目

標、 ス ポーツ 施策の具体的な方向性を 示し た本市の

計画 

全国体力・ 運動能力調

査 

こ ど も の体力向上にいかすため、 ス ポーツ 庁が平成

20（ 2008） 年度から 、全国の小学５ 年生と 中学２ 年生

を対象に実施する ス ポーツ テス ト  

全国学力・ 学習状況調

査 

義務教育に関する 現状の把握・ 改善のため、文部科学

省が平成 19（ 2007） 年から 、 全国の小学６ 年生と 中

学３ 年生を 対象に毎年４ 月に実施する 学力と 学習状

況の調査 

 

■た行 

語句 意味 

体力合計点 握力や上体起こ し など ８ 種目の合計得点 
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語句 意味 

第４ 期教育振興基本計

画 

教育基本法に示さ れた理念の実現と 、 我が国の教育

振興に関する 施策の総合的・ 計画的な推進を 図る た

め、 同法第 17 条第１ 項に基づき 政府と し て策定する

計画。令和５（ 2023） 年６ 月に閣議決定さ れた第４ 期

教育振興基本計画は、 令和５ （ 2023） 年度～令和９

（ 2027） 年度を 計画期間と する 。  

第 11 次厚木市総合計画 長期的な展望の下、 総合的かつ計画的なま ちづく り

を 進める ための本市の指針と なる も の。 長期ビ ジョ

ン （ 基本構想） は令和８ （ 2026） 年度から 令和 17 

（ 2035） 年度ま での 10 年間、 アク ショ ンプラ ンは５

年間を計画期間と する 。  

確かな学力 知識や技能に加えて、学ぶ意欲や、自分で課題を 見付

け、 自ら 学び、 主体的に判断し 、 行動し 、 よ り 良く 問

題解決する 資質・ 能力など ま でを 含めた力 

地方教育行政の組織及

び運営に関する 法律 

地方公共団体における 教育行政の組織体制や運営に

関する 基本事項を定める 法律 

超ス マート 社会 

（ Soci et y5. 0）  

狩猟社会（ Soci et y 1. 0）、 農耕社会（ Soci et y 2. 0）、

工業社会（ Soci et y 3. 0）、 情報社会（ Soci et y 4. 0）

に続く 新たな社会。 国の第５ 期科学技術基本計画に

おいて、「 サイ バー空間と フ ィ ジカル空間を 高度に融

合さ せたシス テム によ り 、 経済発展と 社会的課題の

解決を両立する 人間中心の社会」 と し て提唱さ れた。 

長寿命化 建築物など に対し 、 劣化や老朽化への対策を 講じ た

り 、今後求めら れる 機能を付加し たり する こ と で、耐

用年数を 延ばし 、 よ り 長く 使用可能にする こ と 。  

適正規模・ 適正配置 学校教育の質を 向上さ せ、 よ り 良い教育環境を 実現

する ために、 学校の規模（ 児童・ 生徒数、 学級数） と

配置（ 通学距離、 時間） について、 地域の実情に合わ

せて最適なバラ ンス を 検討・ 実現する こ と 。  

統合型校務支援シス テ

ム 

教務系（ 成績処理、 出欠管理、 時数管理等）、 保健系

（ 健康診断票、 保健室来室管理等）、 学籍系（ 指導要

録等）、学校事務系など を 統合し た機能を有し ている

シス テムのこ と 。  

統合型校務支援シス テ

ム整備率 

統合型校務支援シス テム を 整備し ている 学校の総数

を学校の総数で除し て算出し た値 
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■は行 

語句 意味 

文化芸術振興計画 文化芸術の振興を 図る ための計画であり 、 市民が文

化芸術に触れる 機会を 増やし 、 文化的なま ちづく り

を進める ための目標や方針を 示し た本市の計画 

Ｐ Ｄ Ｃ Ａ サイ ク ル 事業活動において、 管理業務を 計画通り ス ム ーズに

進める ためのマネジメ ン ト サイ ク ルの一つ。 サイ ク

ルを 構成する Pl an（ 計画）、Do（ 実行）、Check（ 評価）、

Act i on（ 改善） の４ 段階の頭文字をつなげたも の 

 

■や行 

語句 意味 

幼保小連携 幼稚園・ 保育所と 小学校が連携し 、こ ど も の発達の連

続性を 保障する ため、 幼児教育と 小学校教育を 円滑

に接続・ 支援する 取組 

予防保全工事 建物や設備の劣化・ 故障が発生する 前に、問題を 未然

に防ぐ ために行う 改修等の工事 

 

■ら 行 

語句 意味 

ラ イ フ ス テージ 年齢に伴っ て変化する 生活段階。 就学、 就職、 結婚、

出産、子育て、リ タ イ アなど のラ イ フ イ ベント を 経過

し ながら 、 それぞれのス テージで家族構成や家計な

ど の変化を 想定し た人生設計が提唱さ れている 。   

リ カレ ント 教育 学校教育を 修了し た後、 社会人が再び学校等で受け

る 教育のこ と（ recur r ent： 循環）。職業から 離れて行

われる も のか、 職業に就き ながら 行われる も のかを

問わず、 職業に必要と さ れる ス キルを 身に付ける た

めのリ ス キリ ングや、 職業と は直接的には結び付か

ない技術や教養等に関する 学び直し を 含む概念と し

て用いら れている 。  

 

 



    

【本市の計画】 

基本方針・施策・実施計画（５年） 基本方針・施策・実施計画（５年） 

第３次厚木市教育振興基本計画（案）概要 
 
 
 

(1) 計画の位置付け 

教育基本法第 17 条第２項の規定に基づき、本市の実情に応じた教育の振興のための施策に

関して定める計画です。 

なお、第３次教育振興基本計画は、厚木市教育大綱を包含し、運用を図ることとしています。 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

(2) 計画の構成と期間 

    計画期間を通して目指す本市の教育の在り方を示す「基本理念」と、社会状況の変化に応じ

て対応が必要となる「基本方針」、「施策」、「実施計画」を一体的に捉えた構成とします。 

 

 

 

 
 

 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第３次 

教育振興基本計画 

・こども・若者みらい計画 

・生涯学習推進計画 

・子ども読書活動推進計画 

・文化芸術振興計画 

・スポーツ推進計画 など 

整合・連携 

第４期教育振興基本計画 

劭
神
奈
川
県
の
計
画
劮 

かながわ 
教育ビジョン 

 

教育基本法 

 

第
11
次
総
合
計
画 

参酌 

劭
国
の
計
画
劮 

参酌 参酌 

勘案 こ
ど
も
大
綱 

教育大綱 

参酌 

 

 
 令和８（2026）～12（2030）年度 令和 13（2031）～17（2035）年度  

基本理念（10 年） 

 

１ 計画の概要 

２ 策定の背景 

・少子化が進行し、児童・生徒数が減少してい

ます。 

・ＩＣＴやＡＩなど、新しい技術が生活や学び

に広がっています。 

・共働き家庭の増加や地域のつながりの変化が

見られます。 

・人生 100 年時代が到来し、あらゆる世代が生

涯にわたり学び続けることができる環境整

備が重要になっています。 

・多様な背景を持つ人々と共に生き、誰一人取

り残さない社会の実現が求められています。 

国の「第４期教育振興基本計画」及び神奈

川県教育委員会の「かながわ教育ビジョ

ン」と足並みをそろえつつ、本市の実情に

即した教育施策を展開します。 

ってなに？ 

市⾧が策定する教育の基本的な方針です。
本市では、「第３次厚木市教育振興基本計
画」の基本理念と基本方針を教育大綱に位
置付けます。 

社会の動向 国・県計画との整合 

整合 

 
 

(1)  基本理念 

 

 

将来の予測が困難な時代において、自ら未来を切り開いていく「挑む力」、多様性を認め合

い、協働して課題を解決に導く「つながる力」、そして、新たな価値とより良い社会を創り出

す「築く力」を身に付けた人材が求められています。 

こうした力を育むため、ライフステージに応じた教育施策の充実と併せて、切れ目のない

子育て施策を始めとする市の様々な政策を一体的に進め、ウェルビーイングを実感しながら、

誰もが、いつでも、いつまでも安心して思うとおりに学び、成長できる環境を整備すること

で、厚木の未来を創り出す人材の育成を目指します。 

(2) 施策の展開 

基本理念を実現するため、四つの基本方針を定め、具体的な施策を進めていきます。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・指標を設定し、ＰＤＣＡサイクルに基づき進行管理を行います。 

・「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第 26 条に基づき、毎年度、取組状況の点検・評価

を実施し、進行管理に活用します。 

・基本方針ごとに持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）との関連を示し、教育施策と持続可能な社会の

実現を一体的に推進します。 

・計画の推進に当たり、附属機関である厚木市教育振興基本計画審議会から点検・評価に係る意見

や助言をいただくとともに、庁内組織である厚木市教育振興基本計画庁内推進委員会において関

係部局が横断的に連携し取組を進めます。 

３ 本市が目指す教育施策の方向性 

４ 計画の推進 

児童・生徒に必要な資質・能力の育成 
児童・生徒が変化の激しい社会をたくましく生き抜くために必要な力を身に付けら

れるよう、「確かな学力」、「豊かな心」、「健やかな体」の三つの側面から、総合的な

資質・能力の育成を図ります。 

安心・安全に、共に学ぶことができる教育環境の整備 
全てのこどもが多様性を尊重し、互いに高め合い、安心・安全に学べる環境整備、切

れ目のない学びの実現、教育機会均等の確保に向けた就学支援、教職員の働きやすさ

やＩＣＴの活用などのこれからの教育を支える環境整備に取り組みます。 

地域社会との連携・協働を中心とした教育体制の充実 
地域全体でこどもたちの成長と学びを支えるため、家庭・地域・学校が連携・協働す

る教育体制を強化します。また、教育の出発点である家庭教育への支援を推進すると

ともに、誰もが学び続けられる社会教育の機会を充実させ、地域社会に根差した持続

可能な教育の実現を目指します。 

生涯にわたり心豊かな生活を支える学びの推進 
人生 100 年時代を迎え、市民が生涯を通じて学び、心豊かに暮らせる環境を整備する

とともに、自己実現や地域貢献ができる多様な学びや活動の機会の充実を図ります。 

未来を創る人づくり 



 

 

第３次厚木市教育振興基本計画（案）構成図 
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【基本理念の実現に必要な力】 

〇挑む…自ら未来を切り開いていく「挑む力」の育成 

〇つながる…多様性を認め合い、協働して課題を解決に導く「つながる力」の育成 

〇築く…新たな価値とより良い社会を創り出す「築く力」の育成 

１ 児童・生徒に必要な資質・能

力の育成 

１ 確かな学力の育成 

２ 豊かな心の育成 

３ 健やかな体の育成 

１ 安心・安全な教育環境の整備 

２ 就学のための援助 

３ 切れ目のない学びの環境整備 

４ 共に学び育つ教育の推進 

５ 教職員の指導力と働く環境の向上 

６ 時代に合わせた教育に向けた基盤整備 

１ 家庭教育の支援 

２ 家庭・地域・学校の連携・協働の推進 

３ 社会教育の充実 

１ 生涯学習の推進 

２ 文化芸術の振興 

３ 読書活動の推進 

４ スポーツ活動の推進 

２ 安心・安全に、共に学ぶこと

ができる教育環境の整備 

３ 地域社会との連携・協働を 

中心とした教育体制の充実 

４ 生涯にわたり心豊かな生活

を支える学びの推進 

［基本理念］     [基本方針]           ［施策］ 

教育大綱 



 
 
 
 

第３次厚木市教育振興基本計画について 

（答申） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和７（2025）年９月 30 日 

厚木市教育振興基本計画審議会 
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１ はじめに 

 近年、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う生活様式や価値観の変容、さら

には少子化の加速やデジタル化の一層の進展など、教育を取り巻く環境は大き

く変化しています。 

こうした状況を踏まえ、厚木市教育振興基本計画審議会では、市の教育の将来

を見据えた「第３次厚木市教育振興基本計画の策定」について、市教育委員会よ

り諮問を受け、議論を重ねてきました。 

 私たちは、第２次厚木市教育振興基本計画の成果と課題を振り返り、学校教育

や社会教育で積み重ねられた成果を確認するとともに、新たに直面する教育課

題について共通理解を深めてきました。 

 また、国の第４期教育振興基本計画においては、「持続可能な創り手の育成」

や「ウェルビーイングの向上」といった新たな理念が打ち出されるなど、教育に

求められる役割はますます広がりを見せています。こうした変化を柔軟に受け

止め、厚木らしい教育の在り方を見出していくことが求められています。 

 審議に当たっては、児童・生徒アンケートや市民意識調査、市民実感度調査な

どを通じ、幅広い市民の声を大切に検討しました。 

 人生 100 年代を迎える今、教育はこどもたちだけのものではなく、全ての世

代にとって不可欠なものです。こどもたちには、夢や希望を持ち、失敗を恐れず

挑戦できる力や、多様性を認め、様々な人と関わり合いながら課題に立ち向かう

力を育んでほしいと願っています。そして大人になってからも学び直しや地域

社会への参画を通じて、成長し続けられることが、一人一人のウェルビーイング

を高め、地域社会の持続的な発展にもつながると考えています。 

 以上の審議を経て、「第３次厚木市教育振興基本計画」として結論を得るに至

ったことから、ここに答申いたします。 

 本答申を踏まえ、未来を自分たちで創り、教育を通じて誰もが幸せを実感でき

る社会の実現に向けて尽力いただきますよう、お願い申し上げます。 

 

 

令和７(2025)年９月 30 日 

                    厚木市教育振興基本計画審議会 
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２ 第３次厚木市教育振興基本計画策定方針 

検討を始めるに当たり、厚木市教育委員会から次のとおり第３次厚木市教育振

興基本計画策定方針が提示されました。 

 

(1) 策定の背景 

本市では、令和３（2021）年度から令和 14（2032）年度までの 12 年間を計画

期間とした第２次厚木市教育振興基本計画に基づき、学校教育や社会教育など、

様々な事業を推進しているところですが、新型コロナウイルス感染症の拡大を契

機とした生活様式の変化や少子化の加速、デジタル化の一層の進展など、同計画

策定時から教育環境が大きく変化しています。 

また、令和５（2023）年度を始期とする国の第４期教育振興基本計画及び令和

８（2026）年度を始期とする第11次厚木市総合計画と整合を図るとともに、将来

を見据えた教育の方向性を定める必要性があることから、新たに第３次厚木市教

育振興基本計画を策定します。 

 

(2) 計画の構成と期間 

計画期間は、令和８（2026）年度から令和17（2035）年度までの10年間としま

す。 

なお、基本方針・実施計画については、社会状況の変化が見込まれることや市

総合計画アクションプランの計画期間を踏まえ、各５年間の計画とします。 

   

 

 

 

(3) 策定に当たって考慮すべき視点  

第３次厚木市教育振興基本計画は、第２次厚木市教育振興基本計画の成果と課

題を踏まえるとともに、「子育て・教育で選ばれるまち」の実現に向け、学校教

育や社会教育、生涯学習など広く本市の教育の在り方を示す計画とし、次の視点

を踏まえ策定します。 
ア ウェルビーイングの実現 

学校教育においては、こどもたちが自分らしく笑顔で学校生活を送ることが

できるようウェルビーイングの向上を図るのはもちろんのこと、教職員の心身

の状態や良好な労働環境などのウェルビーイングを実現することが重要とな

ります。 

また、社会教育・生涯学習を通じて、こどもから大人まで、社会全体でウェ

ルビーイングの実現を目指す取組が求められています。 

 

 

 

基本理念・基本目標（10 年） 

基本方針・実施計画（５年） 基本方針・実施計画（５年） 
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イ 持続可能な社会の担い手の育成 

将来の予測が困難な時代において、いかに社会が変化しようと、社会を持続

的に発展させていくために、主体的かつ他者とともに協調して生きていくため

の力を育成する必要があります。 

ウ 確かな学力や豊かな心の育成に資する学校教育環境の充実 

個別最適な学びと協働的な学びの一体的充実や新しい時代に求められる資

質・能力の育成、こどもたちの豊かな情操や道徳心を養うにふさわしい学校教

育環境の充実を図る必要があります。また、特別支援教育の推進、不登校児童

生徒等への支援など、多様な教育ニーズへの対応や社会的包摂の推進が求めら

れています。さらに、学校規模の適正化や義務教育９年間を見通した教育の推

進、安心・安全で質の高い学校施設の整備などを進めていく必要があります。 

エ 学校・地域・家庭との連携・協働の推進 

コミュニティスクールと地域学校協働活動の一体的な推進など、学校が家庭

や地域社会と連携・協働し、社会全体でこどもたちを見守り育てていく取組を

推進していく必要があります。 

オ 地域の学びと交流を支える社会教育の充実 

地域住民が学び、交流できる場としての社会教育施設の機能を更に高めると

ともに、社会教育に携わる人材の育成を図り、社会教育の取組を一層充実させ

る必要があります。 

カ スポーツ活動と文化芸術の振興 

他者との協働や世代を超えて尊重し合う社会づくりなど、スポーツに備わる

力は大きく、持続可能な社会づくりの実現に必要不可欠なため、積極的にスポ

ーツ活動の推進に取り組む必要があります。 

また、市民が心豊かな生活を実現できるよう、文化芸術活動の普及や若い世

代の人材育成など、文化芸術を未来へつないでいく取組を推進する必要があり

ます。 

キ 幼保小連携の推進 

幼児期は遊びを通して小学校以降の学習の基盤となる芽生えを培う時期で

あり、小学校では、その芽生えを更に伸ばしていくことが必要となります。そ

のためには、幼児教育と小学校教育を円滑に接続することが重要であり、効果

的な幼保小連携の取組を推進していく必要があります。 

ク 生涯学習の推進 

人生 100 年時代において、誰もが生涯を通して学び、活躍していくため、生

涯学習の必要性が高まっています。誰もが自分らしく学ぶこと、個人の成長や

学んだことをいかした社会への貢献、さらにリカレント教育ができる環境を整

えていく必要があります。 
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ケ 教育ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）の推進 

ＩＣＴを活用し、こどもたちが自身の個性や特徴に合わせて学べる環境を整

備するとともに、教職員の労働環境の改善や効率化を図る必要があります。ま

た、様々な教育分野において、ＩＣＴを活用して問題の解決や価値を創造する

ことができる人材を育成していく必要があります。 

(4) 市民参加手続 

ア 審議会（厚木市教育振興基本計画審議会） 

イ 意見交換会 

ウ パブリックコメント 

※その他、児童・生徒を対象にアンケート調査を実施 

学校教育以外の分野については市民実感度調査を活用 

(5) 策定体制 

ア 附属機関 

厚木市教育振興基本計画審議会 

公募による市民、学識経験者、関係団体の代表者等により構成し、第３次厚

木市教育振興基本計画の策定について、教育委員会の諮問に応じて調査及び審

議をし、答申します。 

イ 庁内検討組織 

厚木市教育振興基本計画庁内推進委員会 

教育委員会各部長及び計画策定に係る各課等長により構成し、第３次厚木市

教育振興基本計画の策定に必要な事項の調査検討を行います。 

(6) 策定スケジュール 

市民参加については、「基本構想、基本計画等の策定等」に該当するため、パ

ブリックコメント及びパブリックコメント以外の市民参加の手法二つの合わせ

て三つ以上の参加手続の実施が必要となります。 

令和７（2025）年２月 厚木市教育振興基本計画審議会諮問 

          ８月 意見交換会実施 

          ９月 答申 

          12月  パブリックコメント実施 

  令和８（2026）年３月 計画策定 
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３ 第３次厚木市教育振興基本計画の構成 

第３次厚木市教育振興基本計画を構成する基本理念、基本方針、施策について、次のとお

り提案します。 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［基本方針］ 

未 

来 

を 

創 

る 

人 

づ 

く 

り 
【基本理念の実現に必要な力】 

〇挑む…自ら未来を切り開いていく「挑む力」の育成 

〇つながる…多様性を認め合い、協働して課題を解決に導く「つながる力」の育成 

〇築く…新たな価値とより良い社会を創り出す「築く力」の育成 

１児童・生徒に必要な資質・能力の

育成 

１ 確かな学力の育成 

２ 豊かな心の育成 

３ 健やかな体の育成 

１ 安心・安全な教育環境の整備 

２ 就学のための援助 

３ 切れ目のない学びの環境整備 

４ 共に学び育つ教育の推進 

５ 教職員の指導力と働く環境の向上 

６ 時代に合わせた教育に向けた基盤整備 

１ 家庭教育の支援 

２ 家庭・地域・学校の連携・協働の推進 

３ 社会教育の充実 

１ 生涯学習の推進 

２ 文化芸術の振興 

３ 読書活動の推進 

４ スポーツ活動の推進 

２安心・安全に、共に学ぶことが

できる教育環境の整備 

３地域社会との連携・協働を中心

とした教育体制の充実 

４生涯にわたり心豊かな生活を支

える学びの推進 

［基本理念］ ［施策］ 
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４ 基本理念 

基本理念は、次のとおり案を作成しました。 

なお、第２次厚木市教育振興基本計画では、基本目標が設定されていますが、

理念的な側面があること、また、指標が設定されていないため、進捗状況を把握

できないことから、基本理念に吸収する方向で次のとおり提案します。 

 

第３次厚木市教育振興基本計画では、本市の教育のあるべき姿を中長期的な

視点で見据え、基本理念を次のとおりとします。 

   

  

 

教育基本法では、平和で民主的な社会の形成者としての資質を備えた国民の

育成を教育の目的とし、同法に基づき策定された第４期教育振興基本計画にお

いては、持続可能な社会の創り手の育成を目指すこととしています。 

 第２次厚木市教育振興基本計画では、「未来を担う人づくり」を基本理念に掲

げ、各種施策を推進してきました。しかし、コロナ禍を経て、デジタル化やグロ

ーバル化の急速な進展など、同計画では想定していなかった社会の変化が生じ

ています。 

 私たちは、今、気候変動や将来起こり得る大規模災害、ＡＩ技術の進化、社会

情勢の変動に伴う経済の不確実性など、将来の予測が困難なＶＵＣＡ※１と言わ

れる時代を生きています。こうした不透明で複雑な社会をたくましく生き抜く

ためには、自ら未来を切り開いていく「挑む力」、多様性を認め合い、協働して

課題を解決に導く「つながる力」、そして、新たな価値とより良い社会を創り出

す「築く力」を身に付けた人材が求められています。 

 こうした力を育むため、ライフステージに応じた教育施策の充実と併せて、切

れ目のない子育て施策を始めとする市の様々な政策を一体的に進め、誰もが、い

つでも、いつまでも安心して思うとおりに学び、ウェルビーイング※２を実感し

ながら、成長できる環境を整備し、人材を育成していく必要があります。 

 これらのことを踏まえ、「挑む力」、「つながる力」、そして「築く力」を

備え、本市の将来を自分事として捉え、自らの力で創り上げていける人材の育

成を目指し、第３次厚木市教育振興基本計画の基本理念を「未来を創る人づく

り」とします。 

 

※１ Volatility（変動性）、Uncertainty（不確実性）、Complexity（複雑性）、Ambiguity

（曖昧性）の頭文字を組み合わせた言葉で、将来の予測が困難な時代を示している。 

※２ 身体的・精神的・社会的に良い状態にあること。短期的な幸福のみならず、生きがい

や人生の意義などの将来にわたる持続的な幸福を含む概念 

未来を創る人づくり 
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５ 施策の展開 

基本方針、施策、施策の方向は、次のとおり案を作成しました。 

教育のあるべき姿である基本理念を実現するための具体的な取組を示す四つ

の基本方針とそれぞれの進むべき方向性を示す施策を次のとおり提案します。 

 

基本方針１ 児童・生徒に必要な資質・能力の育成 

 施策１ 確かな学力の育成 

施策２ 豊かな心の育成 

施策３ 健やかな体の育成 

基本方針２ 安心・安全に、共に学ぶことができる教育環境の整備 

 施策１ 安心・安全な教育環境の整備 

施策２ 就学のための援助 

施策３ 切れ目のない学びの環境整備 

施策４ 共に学び育つ教育の推進 

施策５ 教職員の指導力と働く環境の向上 

施策６ 時代に合わせた教育に向けた基盤整備 

基本方針３ 地域社会との連携・協働を中心とした教育体制の充実 

 施策１ 家庭教育の支援 

施策２ 家庭・地域・学校の連携・協働の推進 

施策３ 社会教育の充実 

基本方針４ 生涯にわたり心豊かな生活を支える学びの推進 

 施策１ 生涯学習の推進 

施策２ 文化芸術の振興 

施策３ 読書活動の推進 

施策４ スポーツ活動の推進 
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 (1) 基本方針１ 児童・生徒に必要な資質・能力の育成 
 

   児童・生徒が変化の激しい社会をたくましく生き抜くために必要な力を

身に付けられるよう、「確かな学力」、「豊かな心」、「健やかな体」の三つの

側面から、総合的な資質・能力の育成を図ります。 
 

学びの基盤である知識・技能の確実な習得に加え、それらを活用して課題

を発見し、解決する思考力・判断力・表現力を育てるとともに、主体的に学

ぶ意欲の向上を図ります。 

   また、思いやりや豊かな感性を育み、自他を大切にする気持ちを育成しま

す。多様な体験活動や人との関わりを通じて、社会性や道徳性を培い、共に

生きる力を伸ばしていきます。 

   さらに、日常生活における体力向上や基本的な生活習慣の定着を通じて、

心身の健康を保ち、自らの健康保持や自己管理能力の育成を目指します。こ

れにより、生涯にわたって健康的な生活を送るための基礎を築きます。 

 

 施策１ 確かな学力の育成 

【施策の方向】 

・グローバル化やデジタル技術の進展など、児童・生徒が様々な変化に向き合う

中で、主体的に学び、多様な人々と協働しながら、課題を解決する力を育成す

る。 

・単なる知識・技能の習得にとどまらず、それらを活用する柔軟な思考力・判断

力・表現力の育成を図る。 

・全ての児童・生徒が必要な学力を身に付けることができるよう、児童・生徒の

学習進度に応じた学習環境の提供や学習意欲の課題に対応する。 

 

施策２ 豊かな心の育成 

【施策の方向】 

・他者を思いやる気持ちや命の大切さを理解し、道徳性や社会性を身に付けた、

心豊かな人間へと成長していくことを目指す。 

・多様な体験活動や人との関わりを通じて、困難な状況に直面しても自分の心を

しなやかに立て直す力を育む。 

・問題行動等の背景を丁寧にアセスメントした上で、一人一人の状況に応じた適

切な指導・支援を行う。 

・悩みを抱える児童・生徒やその保護者に対する支援体制の充実を図るととも

に、関係機関との連携体制を強化し、切れ目のない支援を行う。 
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 施策３ 健やかな体の育成 

【施策の方向】 

・児童・生徒が心身共に健康で、たくましく生きる力を育むことにより、豊かな

人生を送るための基盤を築く。 

・食に関する正しい知識と食習慣を身に付けることができるよう、食育を推進す

るとともに、健康的な生活リズムを確立するため、睡眠への意識と生活習慣の

向上を図る。 

・児童・生徒の健全な食環境を社会全体で支える。 
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 (2) 基本方針２ 安心・安全に、共に学ぶことができる教育環境の整備 
 

   全てのこどもが安心して学び、互いに高め合える環境整備、就学支援や切

れ目のない学び、多様性を尊重した教育、教職員の働きやすさやＩＣＴ活用

など、これからの教育を支える環境整備に取り組みます。 
 

安全で快適な学校施設・学習環境の整備を推進するとともに、経済的な事

情にかかわらず、全ての児童・生徒が等しく学ぶ機会を確保するため、就学

支援の充実を図ります。 

また、幼児期から小学校への円滑な接続や、小学校と中学校の９年間を見

通した切れ目のない学びの環境を整備し、こどもたちの発達段階に応じた支

援を強化します。そして、障がいの有無や国籍、文化的背景などの違いにか

かわらず、全ての児童・生徒が共に学び、育ち合える教育の充実を推進しま

す。 

さらに、教職員が専門性を発揮し、児童・生徒と向き合えるよう、働きや

すい職場環境の整備に力を入れるとともに、教職員の指導力向上の支援を進

めます。あわせて、ＩＣＴの効果的な活用や通学区域の再編成など、時代の

変化に対応した教育環境の基盤づくりを推進します。 

こうした取組に当たっては、こども自身の思いや意見を尊重し、学校づく

りや学びの在り方に適切に反映していきます。 

 

 施策１ 安心・安全な教育環境の整備 

【施策の方向】 

・教育環境向上を一体的に進め、児童・生徒が健やかに成長できる環境整備をす

る。 

・児童・生徒が身体的・精神的に安心でき、学習に集中できるような環境整備を

する。 

・災害や感染症等の非常時に備えた学校の安全確保に取り組む。 

 

施策２ 就学のための援助 

【施策の方向】 

・経済的な理由や特別な支援の有無にかかわらず、全ての児童・生徒の教育を受

ける権利を保障し、教育の機会均等を実現するため、必要な援助を実施する。 

・市民の方からの寄附をもとに設置された基金を活用し、経済的な理由により修

学や部活動への参加が困難な児童・生徒に必要な援助を実施する。 
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施策３ 切れ目のない学びの環境整備 

【施策の方向】 

・幼児期から義務教育段階にかけて、こどもの成長を一貫して支えるため、幼稚

園・保育所と小学校の円滑な接続を図り、安心して学べる環境を整備する。 

・小学校と中学校の９年間を見通した小中一貫教育を推進し、カリキュラムの連

続性と指導方法の一貫性を確保して、学びの連続性を高める。 

・こどもの発達や実態に関する情報を関係機関で共有し、教職員との連携・協力

体制を充実させることで、きめ細かな支援体制を構築する。 

 

施策４ 共に学び育つ教育の推進 

【施策の方向】 

・国籍、文化、性別、障がいの有無など、多様な背景を持つ人々が共に生きる社

会において、違いを理解し、尊重し合える力を育む。 

・インクルーシブ教育において、全ての児童・生徒が同じ場で共に学び、育つこ

とを目指し、個別の教育的ニーズに応じた柔軟な支援体制を整える。 

 

施策５ 教職員の指導力と働く環境の向上 

【施策の方向】 

・教職員は教育の中心的存在であり、その指導力が児童・生徒の学力や人格形成

に大きな影響を与えることから指導力の格差解消を図る。 

・教育現場に求められるニーズが複雑化・多様化している中で、学校の指導体制

の効果的な強化・充実を図る。 

・教職員の働く環境を改善し、本来の教育活動に専念できる環境を整備すること

で、児童・生徒にとってより良い教育環境を実現する。 

 

 施策６ 時代に合わせた教育に向けた基盤整備 

【施策の方向】 

・児童・生徒一人一人が安心して学び、成長できるよう、これからの教育に必要

な土台づくりを進める。 

・地域の実情や保護者・住民の声を踏まえ、持続可能な学校づくりを推進する。 
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 (3) 基本方針３ 地域社会との連携・協働を中心とした教育体制の充実 
 

   地域全体でこどもたちの成長と学びを支えるため、家庭・地域・学校が連

携・協働する教育体制を強化します。また、教育の出発点である家庭教育へ

の支援を推進するとともに、誰もが学び続けられる社会教育の機会を充実

させ、地域社会に根差した持続可能な教育の実現を目指します。 
 

こどもたちの健やかな成長と学びを支えるためには、家庭・地域・学校が

一体となって支え合う地域ぐるみの教育体制が欠かせません。 

   教育の出発点である家庭教育の重要性を踏まえ、保護者が安心して教育

に関わることができるよう、保護者自身の学ぶ機会の提供や子育てに関す

る不安や悩みに対する解決策など家庭でいかせる情報を提供します。 

また、地域住民や団体、学校等との連携体制を構築・充実させ、地域が教

育活動に主体的に参画できる環境を整備します。そして、地域のつながりを

強化するとともに、こどもたちの社会性や多様な価値観への理解を深めます。 

   さらに、誰もが身近な場所で学び続けられるよう、公民館などの社会教育

施設を活用し、多様な学習機会を提供します。 

   地域社会との連携・協働を通じて、全ての世代が共に学び育つ地域社会の

形成を図ります。 

 

施策１ 家庭教育の支援 

【施策の方向】 

・保護者に対して学習機会を提供するとともに、家庭・地域・学校との連携によ

り家庭教育の支援を図る。 

・子育てに関する不安や課題に対応できるよう支援する。 

 

 施策２ 家庭・地域・学校の連携・協働の推進 

【施策の方向】 

・こどもたちの健やかな育成や多様な学びを支えるため、地域全体で教育に関わ

る体制を築く。 

 

 施策３ 社会教育の充実 

【施策の方向】 

・地域社会における学びの場を提供する。 

・地域の特性や多様な学びのニーズに柔軟に対応する。 

・個人の学びと成長を支えるだけでなく、地域全体の活力向上につなげる。 
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 (4) 基本方針４ 生涯にわたり心豊かな生活を支える学びの推進 
 

   人生 100 年時代を迎え、市民が生涯を通じて学び、心豊かに暮らせる環

境を整備するとともに、自己実現や地域貢献ができる多様な学びや活動の

機会の充実を図ります。 
 

人生 100 年時代を迎え、市民一人一人が生涯を通じて学び続け、心豊かに

充実した生活を送ることができる環境を整えることが、これまで以上に重要

となっています。本市では、誰もが年齢や立場を問わず、学びに親しむこと

ができる環境を整えることで、個人の自己実現と地域社会の活性化を図りま

す。 

そうした中で、文化芸術の振興により創造性や感性を育み、読書活動の推

進を通じて知的探求心を高めます。 

また、スポーツ活動の推進により健やかな心身を育てるとともに、生涯学

習を支える多様な学びの機会を提供します。これらの取組を通じて、市民一

人一人が自らの人生を豊かにし、地域とつながりを深めながら共に支え合う

社会の実現を目指します。 

 

施策１ 生涯学習の推進 

【施策の方向】 

・多様な生き方や価値観が広がる現代において、スキルアップを可能にする環境

を整備し、自己実現につなげる。 

・生涯学習を通じて個人として成長を続けるとともに、地域の一員として共に支

え合いながら、誰もが幸せや生きがいを感じて暮らせる社会づくりに貢献す

る人材を育成する。 

 

 施策２ 文化芸術の振興 

【施策の方向】 

・文化芸術に親しむことで、感性・表現力・創造力を育む。 

・伝統文化や地域文化に触れる機会を通じて、郷土への愛着や自己理解、他者理

解（価値観・文化的背景）を深め、人間性や豊かな心を育てる。 

・全ての世代が文化芸術に親しむことのできる環境づくりを推進する。 

・文化財の保護と活用を図り、市民の文化的な向上に貢献する。 
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 施策３ 読書活動の推進 

【施策の方向】 

・複合施設あつめきに整備を進めている「未来・図書館」の整備を着実に推進す

る。 

・「未来・図書館」の供用開始に当たっては、複合施設としての特性をいかした

企画展示や行事等を開催するなど、読書に親しむきっかけづくりを推進する。 

・言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにし、人生をよ

り深く生きる力を身に付けていく上で欠くことのできない、こどもの読書活

動を推進し、本と親しみ、本を楽しむこどもを育てる。 

 

 施策４ スポーツ活動の推進 

【施策の方向】 

・年代を問わず、誰もが日常的にスポーツに親しみ、健やかな心身が育つ環境を

整備する。 

・地域社会において、誰もがスポーツを楽しめる施設を整備し、世代や立場を超

えた交流を促進する。 

・学校、地域、関係団体と連携し、スポーツの楽しさや意義を伝える機会を充実

させる。 
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参考資料 
１ 厚木市教育振興基本計画審議会委員名簿 
 (1) 委員 

                           （選出区分順・氏名五十音順、敬称略） 
番

号 
氏  名 選出区分 役職名等 

1 紺野
コ ン ノ

 綾乃
ア ヤ ノ

 
規則第3条第1号 

(公募による市民) 
公募による市民 

2 飛鳥
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井
イ
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ミツ

治
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規則第3条第3号 

(学識経験者) 
厚木市社会教育委員会議議長 

3 亀井
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規則第3条第3号 

(学識経験者) 
元厚木市立中学校長 
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ア キ コ

 
規則第3条第3号 

(学識経験者) 
元厚木市立小学校長 

5 猿子
マ シ コ

 修司
シュウジ

 
規則第3条第3号 

(学識経験者) 

厚木市立小中学校ＰＴＡ連絡協

議会顧問 

 
 (2) 臨時委員 

（選出区分順・氏名五十音順、敬称略） 
番

号 
氏  名 選出区分 役職名等 

1 押切
オシキリ

 晴美
ハ ル ミ

 
規則第3条第2号 

(関係団体の代表) 
厚木市立依知小学校長 

2 佐藤
サ ト ウ

 弘幸
ヒロユキ

 
規則第3条第2号 

(関係団体の代表) 
厚木市立厚木中学校長 

3 三橋
ミツハシ

 徳行
トクユキ

 
規則第3条第2号 

(関係団体の代表) 

厚木市スポーツ推進委員連絡

協議会会長 

4 小沢
オ ザ ワ

 一
カズ

仁
ヒト

 
規則第3条第3号 

(学識経験者) 
東京工芸大学准教授 

5 野村
ノ ム ラ

 和彦
カズヒコ

 
規則第3条第3号 

(学識経験者) 

東日本電信電話株式会社 

神奈川支店 

第一ビジネスイノベーション部 

6 二見
フ タ ミ

 総一郎
ソウイチロウ

 
規則第3条第3号 

(学識経験者) 
湘北短期大学専任講師 
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２ 厚木市教育振興基本計画審議会規則 
平成30年３月30日 

教委規則第１号 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、厚木市附属機関の設置に関する条例（昭和32年厚木市条

例第17号。以下「条例」という。）に基づき設置された厚木市教育振興基本

計画審議会（以下「審議会」という。）の組織及び運営について必要な事項

を定めるものとする。 

（所掌事項） 

第２条 審議会は、次に掲げる事項について調査審議する。 

(1) 厚木市教育振興基本計画に関すること。 

(2) 教育委員会の権限に属する事務の点検及び評価に関すること。 

（委員） 

第３条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。 

(1) 公募による市民 

(2) 関係団体の代表 

(3) 学識経験者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年以内において教育委員会が定める期間とする。た

だし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（令６教委規則７・旧第３条繰下） 

（臨時委員） 

第５条 審議会に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員

を置くことができる。 

２ 臨時委員は、教育委員会が委嘱する。 

３ 臨時委員は、特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるもの

とする。 

（会長等） 

第６条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。 

３ 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名し

た委員がその職務を代理する。 

（会議） 

第７条 審議会の会議は、会長が招集する。 

２ 審議会の会議は、委員（議案に関係のある臨時委員を含む。次項において

同じ。）の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決

するところによる。 
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（部会） 

第８条 条例第３条第１項の規定により設置する部会は、会長が指名する委員

又は臨時委員をもって組織する。 

２ 部会に部会長を置き、会長が指名する。 

３ 部会長は、当該部会の事務を掌理する。 

４ 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、部会長があらかじめ

指名した委員がその職務を代理する。 

５ 前条の規定は、部会について準用する。 

（意見の聴取等） 

第９条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意

見若しくは説明を聴き、又は関係者に対し必要な資料の提出を求めることが

できる。 

（秘密の保持） 

第10条 委員（臨時委員を含む。）は、職務上知り得た秘密を漏らしてはなら

ない。その職を退いた後も、同様とする。 

（庶務） 

第11条 審議会の庶務は、教育振興基本計画主管課で処理する。 

（委任） 

第12条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、

会長が審議会に諮って定める。 

 

附 則 

この規則は、平成30年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則の施行の際、現に厚木市附属機関の設置に関する条例の一部を改

正する条例（令和６年条例第21号。以下「改正条例」という。）による改正

前の厚木市附属機関の設置に関する条例（昭和32年厚木市条例第17号）別表

の規定により設置された厚木市教育委員会点検評価委員会（以下「旧委員会」

という。）の委員である者は、この規則の施行の日（以下「施行日」という。）

にこの規則による改正後の第３条の規定による委嘱を受けたものとみなす。

この場合において、その委嘱を受けたものとみなされる者の任期は、この規

則による改正後の第４条第１項の規定にかかわらず、施行日における旧委員

会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。 

３ この規則の施行の際、現に旧委員会の委員長である者又はその職務を代理

する委員である者は、この規則による改正後の第６条の規定にかかわらず、

施行日に改正条例による改正後の厚木市附属機関の設置に関する条例別表の

規定により設置された厚木市教育振興基本計画審議会の会長又はその職務を

代理する委員として定められ、又は指名されたものとみなす。 
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３ 厚木市教育振興基本計画審議会計画策定部会の会議経過 
開催回 開催日時 案 件 

第１回 令和７年２月18日(火) 

14時～16時 

１ 第３次厚木市教育振興基本計画策定方針に

ついて 

２ 厚木市の教育を取り巻く現状に係る基礎資

料について 

３ 第２次厚木市教育振興基本計画及び第３次

厚木市教育振興基本計画に含める新たな視

点の現状と課題について 

４ 第３次厚木市教育振興基本計画策定の進め 

方について 

５ 今後のスケジュールについて 

第２回 ３月13日(木) 

14時～15時45分 

１ 第１回厚木市教育振興基本計画審議会計画

策定部会の振り返りと確認事項について 
２ 第３次厚木市教育振興基本計画策定に係る

児童・生徒のアンケート調査結果について 
３ 第３次厚木市教育振興基本計画の構成（案）

について 
４ 第３次厚木市教育振興基本計画の基本理念

等の考え方について 
第３回 ４月24日（木） 

14時～16時 

１ 第２回厚木市教育振興基本計画審議会計画

策定部会の振り返りと確認事項について 

２ 第３次厚木市教育振興基本計画の基本理念

及び基本目標の考え方について 

３ 第３次厚木市教育振興基本計画の基本方針

等の考え方について 

４ 第３次厚木市教育振興基本計画策定に当た

り考慮すべき教育ＤＸと生成ＡＩの影響に

ついて 

５ 厚木市教育大綱の改定方針について 

第４回 ７月11日（金） 

14時～15時30分 

１ 第３回厚木市教育振興基本計画審議会計画

策定部会の振り返りと確認事項について 

２ 第３次厚木市教育振興基本計画の基本理念

及び基本目標について 
３ 第３次厚木市教育振興基本計画の基本方針

及び施策の考え方について 
４ 第３次厚木市教育振興基本計画の計画を支

える取組について 
５ 第３次厚木市教育振興基本計画・厚木市教育

大綱策定に係る意見交換会の実施について 
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第５回 ８月20日（水） 

14時～15時45分 

１ 第３次厚木市教育振興基本計画・厚木市教育

大綱策定に係る意見交換会の実施結果につ

いて 

２ 第３次厚木市教育振興基本計画（案）につい 
  て 

第６回 ９月30日(火) 

14時～15時 

第３次厚木市教育振興基本計画について 

 



1 

 

第３次厚木市教育振興基本計画・厚木市教育大綱（案）に対する 

パブリックコメント手続実施要領 

１ 目的 

令和３年度から令和14年度までの12年間を計画期間とした第２次厚木市教育振興基本

計画に基づき、学校教育や社会教育など、様々な事業を推進しているところです。しか

し、生活様式の変化や少子化の加速、デジタル化の一層の進展など、近年の教育環境は

大きく変化しており、将来を見据えた教育の方向性を新たに定める必要性があることか

ら、第３次厚木市教育振興基本計画の策定を進めています。 

また、厚木市教育大綱についても、第３次厚木市教育振興基本計画と整合を図るとと

もに、「子育て・教育で選ばれるまち」の実現を目指し、同時期に改定を進めています。 

これらを踏まえ、教育の指針となる両者を一体的に整理し、統合することで、本市の

教育行政の施策体系を明確化し、「子育て・教育で選ばれるまち」の実現を積極的かつ

強力に推進していきます。 

つきましては、令和８年度から令和17年度までの10年間を計画期間とする第３次厚木

市教育振興基本計画・厚木市教育大綱について、市民の皆様の意見等を聴取し、可能な

限り反映するため、厚木市市民参加条例第６条第３項の規定に基づき、パブリックコメ

ント手続を実施します。 

 

２ パブリックコメント手続の対象 

第３次厚木市教育振興基本計画・厚木市教育大綱（案） 

 

３ パブリックコメント手続実施の周知方法 

(1) 広報あつぎ（12月１日号）への掲載 

(2) 厚木市ホームページへの掲載（12月１日（月）から） 

(3) 厚木市LINE公式アカウントによる発信 

 

４ 資料の閲覧及び配布 

次に掲げる場所等で12月１日（月）から１月５日（月）まで閲覧を行います。 

なお、資料の配布を希望する場合は教育総務課（電話 046-225-2663）に連絡してく

ださい。 

(1) 市役所第二庁舎５階 教育総務課 

(2) 市役所本庁舎３階 市政情報コーナー 

(3) 各地区市民センター（各公民館）及び上荻野分館 

(4) 本厚木駅連絡所及び愛甲石田駅連絡所 

参考資料２ 
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(5) 保健福祉センター 

(6) 中央図書館 

(7) あつぎ市民交流プラザ（アミューあつぎ６階） 

(8) あつぎセーフティーステーション番屋 

(9) 南毛利スポーツセンター 

(10) 荻野運動公園 

(11) 子育て支援センター 

(12) ぼうさいの丘公園センター施設 

(13) ふれあいプラザ 

(14) あつぎ郷土博物館 

(15) 子ども科学館 

(16) 市ホームページ 

 

≪市ホームページ閲覧ページ≫ 

 

 

５ 意見等提出期間 

令和７年12月１日（月）から令和８年１月５日（月）まで 

※ 郵送の場合は、１月５日（月）の消印有効とします。 

 

６ 意見等提出資格 

(1) 市内に居住する方 

(2) 市内に通学し、又は通勤する方 

(3) 市内において活動する個人及び法人その他の団体 

(4) 市に納税の義務がある方 

 

７ 意見等提出方法 

  次の方法により提出してください。 

(1) 電子申請システム（e-kanagawa）により提出する。  

         ≪電子申請システム（申し込みフォーム）≫ 

 

 

(2) 市公式LINEにより提出する。 

     ≪市公式LINE≫ 
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(3) 意見提出用紙を持参する。 

ア 市役所第二庁舎５階 教育総務課の窓口へ直接提出 

イ 次に掲げる場所に設置されたパブリックコメント意見提出箱に投函 

 (ｱ) 市役所本庁舎３階 市政情報コーナー 

 (ｲ) 南毛利スポーツセンター 

 (ｳ) 荻野運動公園 

 (ｴ) 子育て支援センター 

(ｵ) ぼうさいの丘公園センター施設 

(ｶ) ふれあいプラザ 

(ｷ) 子ども科学館 

ウ 次に掲げる場所に設置されたわたしの提案の提案箱に投函 

(ｱ) 市役所本庁舎１階 

(ｲ) 各地区市民センター（各公民館）及び上荻野分館 

(ｳ) 本厚木駅連絡所及び愛甲石田駅連絡所 

(ｴ) 保健福祉センター 

(ｵ) 中央図書館 

(ｶ) あつぎ市民交流プラザ（アミューあつぎ６階） 

(ｷ) あつぎセーフティーステーション番屋 

(ｸ) あつぎ郷土博物館 

(4) 意見提出用紙を郵送する。 

郵送先 〒243-8511 

厚木市教育委員会教育部教育総務課教育企画係宛て 

(5) 意見提出用紙をファックスで送信する。 

ファックス番号 046-224-5280 

(6) 意見提出用紙を電子メールで送信する。 

メールアドレス 7800@city.atsugi.kanagawa.jp 

※ 電子メールの件名「第３次厚木市教育振興基本計画・厚木市教育大綱（案）パ

ブリックコメント意見」 

 

８ 意見等の取扱い 

(1) 提出された意見等は、第３次厚木市教育振興基本計画・厚木市教育大綱の策定に当

たって参考とします。 

なお、提出された意見等については、個人情報を除き、意見等の概要及び市の考え

方を、後日、市ホームページ及び市政情報コーナーで公表します。 

(2) 提出された意見等に対しては、個別の回答はしません。 



協議事項２については、 

非公開案件となります。 

  



報告事項１及び２については、 

非公開案件となります。 

  


